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竹
　
田
　
　
健
　
二

【
キ
ー
ワ
ー
ド
　
西
村
天
囚
、「
懐
徳
堂
研
究
其
一
」、『
懐
徳
堂
考
』、
五
井
持
軒
、
五
井
蘭
洲
】

要
旨
　
本
稿
は
、
西
村
時
彦
（
号
は
天
囚
、
碩
園
）
著
『
懐
徳
堂
考
之
一
』
の
翻
刻
（
そ
の
二
）
で
あ
る
。
天
囚
の
故
郷
で
あ
る
種
子
島
・
西
之
表
市
の
西
村
家
が
所
蔵
す
る
西
村
天
囚
関
係
資
料
の

中
か
ら
発
見
さ
れ
た
『
懐
徳
堂
考
之
一
』（
抄
本
、
一
冊
）
の
前
半
部
は
、
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
一
月
二
十
九
日
に
行
わ
れ
た
大
阪
人
文
会
第
二
次
例
会
で
の
講
演
の
原
稿
と
な
っ
た
「
草

稿
」
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
『
懐
徳
堂
考
之
一
』
全
体
と
し
て
は
、
同
年
二
月
七
日
か
ら
二
月
二
十
七
日
ま
で
大
阪
朝
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
、
天
囚
の
「
懐
徳
堂
研
究
其
一
」（
完
結
時

に
『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
と
改
題
）
の
草
稿
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
懐
徳
堂
考
之
一
』
に
よ
り
、
懐
徳
堂
顕
彰
運
動
の
起
点
と
な
っ
た
天
囚
の
懐
徳
堂
研
究
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
確

実
で
あ
り
、
近
代
日
本
漢
学
に
お
け
る
天
囚
の
思
想
史
的
位
置
の
解
明
に
資
す
る
と
期
待
さ
れ
る
。

翻
刻

　西
村
天
囚
著『
懐
徳
堂
考
之
一
』（
そ
の
二
）

　

本
稿
は
、
西
村
時と
き

彦つ
ね

（
号
は
天
囚
、
碩
園
）
の
故
郷
で
あ
る
種
子
島
・
西
之
表
市
の
西
村
家
に
お

い
て
発
見
さ
れ
た
、
西
村
天
囚
著
『
懐
徳
堂
考
之
一
』（「
五
井
蘭
洲
」
の
章
の
冒
頭
か
ら
「
三
宅
石

庵
」
の
節
ま
で
）
の
翻
刻
で
あ
り
、「
翻
刻
　
西
村
天
囚
著
『
懐
徳
堂
考
之
一
』（
そ
の
一
）」（『
島
根

大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
五
十
五
号
（
人
文
・
社
会
科
学
）、
二
〇
二
二
年
二
月
）
の
続
編
で
あ
る
。

解
題
、
及
び
凡
例
に
つ
い
て
は
、
前
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

﹇
附
記
﹈ 

本
研
究
は
、Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費 

Ｊ
Ｐ
２
１
Ｈ
０
０
４
６
５
「
日
本
近
代
人
文
学
の
再
構
築

と
漢
学
の
伝
統
―
―
西
村
天
囚
関
係
新
資
料
の
調
査
研
究
を
中
心
と
し
て
―
―
」
の
助
成

を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

【
翻
刻
】

《
一
一
》

【
１４
表
】
五
井
蘭
洲
／

蘭
洲
。
名
純
禎
。
字
子
承
。
号
蘭
洲
。
又
梅
塢﹇
注
一
﹈。
又
冽
菴﹇
注
二
﹈﹇
注
三
﹈。
称
藤
九
郎
。
持

軒
次
子
。
以
元
禄
十
年
生
于
大
阪
。
持
軒
時
年
五
十
七
。
／

　
　
　
注

一
…
遠
里
正
意
六
十
寿
序
﹇ 

補□ 

１
﹈
有
梅
塢
印
（
非
指
天
満
梅
枝
町
乎
）

二 

…
冽
菴
取
于
易
井
之
卦
。
九
五
井
冽
之
語
。
甃
菴
亦
出
井
卦
六
四
。
竹
翁
別
号
渫
翁
。
出
于
九
三

井
渫
而
不
食
之
語
。

三 

…
竹
山
答
尾
池
加
仲
大
書
﹇ 

補□ 

２
﹈
云
先
師
五
井
蘭
洲
ハ
井
ノ
卦
ノ
九
五
ノ
井
冽
ヲ
取
テ
別
ニ
冽

菴
ト
号
ス
吾
先
子
ハ
六
四
ノ
井
甃
ヲ
取
ル
両
人
ト
モ
此
歳
ヨ
リ
ノ
号
ナ
リ
予
ハ
老
年
九
三
井
渫
而

不
食
ヲ
取
テ
号
ト
ス
蘭
洲
ハ
五
井
姓
ユ
ヘ
九
五
井
冽
ハ
甚
適
当
ナ
リ
／     

水
風
井

九
三
井
渫
而
不
食
為
我
心
惻
可
用
汲
王
明
並
受
其
福
○
六
四
井
甃
无
咎
○
九
五
井
冽

寒
泉
食
﹇ 

補□ 

３
﹈

【
書
き
下
し
文
】

　
　
　
五
井
蘭
洲

蘭
洲
、
名
は
純
禎
、
字
は
子
承
、
号
は
蘭
洲
、
又ま

た
梅
塢
、
又
た
冽
菴
、
藤
九
郎
と
称
す
。
持
軒
の

次
子
な
り
。
元
禄
十
年
を
以
て
大
阪
に
生
ま
る
。
持
軒
時
に
年
五
十
七
な
り
。

　
　
　
注

一 
…
「
遠
里
正
意
の
六
十
寿
の
序
」
に
「
梅
塢
」
の
印
有
り
（
天
満
の
梅
枝
町
を
指
す
に
非
ざ
ら
ん

か
）。

二 

…
「
冽
菴
」、『
易
』
井
卦
の
「
九
五
井
冽
」（
九
五
、
井
冽
す
）
の
語
よ
り
取
る
。
甃
菴
も
亦
た

井
卦
の
六
四
よ
り
出
づ
。
竹
翁
の
別
号
「
渫
翁
」、
九
三
「
井
渫
而
不
食
」（
井
渫
に
し
て
食く
ら

は
れ

ず
）
の
語
よ
り
出
づ
。

三 

…
竹
山
「
尾
池
加
仲
大
に
答
ふ
る
の
書
」
に
云
ふ
、「
先
師
五
井
蘭
洲
ハ
井
ノ
卦
ノ
九
五
ノ
井
冽
ヲ

取
テ
別
ニ
冽
菴
ト
号
ス
吾
先
子
ハ
六
四
ノ
井
甃
ヲ
取
ル
両
人
ト
□
（
モ
）
壮
歳
ヨ
リ
ノ
号
ナ
リ
予

ハ
老
年
九
三
ノ
井
渫
而
不
食
ヲ
取
テ
号
ト
ス
蘭
洲
ハ
五
井
姓
ユ
ヘ
九
五
井
冽
ハ
甚
適
当
ナ
リ
」
と
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水
風
井

、
九
三
、
井
渫
に
し
て
食
は
れ
ず
、
我
が
心
の
惻い
た

み
を
為
す
。
用
て
汲
む
べ
し
。
王
明
な

ら
ば
、
並
び
に
其
の
福
を
受
け
ん
。
○
六
四
、
井
甃お
さ

に
す
。
咎と
が

无な

し
。
○
九
五
、
井
冽
し
て
寒
泉
食

は
る
。

　
　
　
補
注

１ 

…
「
遠
里
正
意
六
十
寿
序
」
は
、『
蘭
洲
遺
稿
』
巻
坤
と
『
鶏
肋
篇
』
巻
七
と
に
重
出
す
る
「
賀

遠
里
正
意
六
十
寿
序
」（
遠
里
正
意
の
六
十
の
寿
を
賀
す
る
の
序
）
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
も
っ

と
も
、
朝
日
新
聞
社
文
庫
本
の
『
蘭
洲
遺
稿
』・
同
『
鶏
肋
篇
』
に
は
、「
梅
塢
」
の
印
記
は
認
め

ら
れ
な
い
。
な
お
、
以
下
『
蘭
洲
遺
稿
』
の
葉
数
等
を
示
す
場
合
は
、
天
囚
が
懐
徳
堂
研
究
に
用

い
た
と
見
ら
れ
る
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
朝
日
新
聞
社
文
庫
の
も
の
に
よ
る
。
別
本
に
つ
い
て

は
、
そ
の
都
度
示
す
。

２ 

…
蘭
洲
の
号
「
冽
菴
」
と
甃
庵
と
に
つ
い
て
、天
囚
の
『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
に
は
『
竹
山
国
字
牘
』

か
ら
の
引
用
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
竹
山
の
「
答
尾
池
加
仲
大
書
」
は
、
懐
徳
堂
文
庫
・
碩

園
記
念
文
庫
・
小
天
地
閣
叢
書
乾
集
所
収
の
『
竹
山
国
字
牘
抄
』、
及
び
懐
徳
堂
記
念
会
が
明
治

四
十
四
年
（
一
九
一
一
年
）
に
出
版
し
た
懐
徳
堂
遺
書
の
『
竹
山
先
生
国
字
牘
』
に
は
収
録
さ
れ

て
い
な
い
が
、
懐
徳
堂
文
庫
所
蔵
の
『
竹
山
先
生
国
字
牘
　
二
』（
中
井
積
善
等
交
筆
）
に
収
録

さ
れ
て
お
り
、「
先
師
五
井
蘭
洲
ハ
井
ノ
卦
ノ
九
五
ノ
井
冽
ヲ
取
テ
別
ニ
冽
菴
ト
号
ス
吾
先
子
ハ

六
四
ノ
井
甃
ヲ
取
テ
甃
菴
ト
号
ス
両
人
ト
モ
壮
歳
ヨ
リ
ノ
号
ナ
リ
余
ハ
老
年
ニ
至
リ
九
三
ノ
井
渫

而
不
食
ヲ
取
テ
号
ト
ス
晩
年
ユ
ヘ
翁
ノ
字
ヲ
ツ
ケ
テ
称
ス
三
十
姓
（
？
）
ヨ
リ
命
ス
ル
ナ
リ
但
シ

蘭
洲
ハ
五
井
姓
ユ
ヘ
九
五
井
冽
ハ
甚
的
当
ナ
リ
」
と
あ
る
。
天
囚
が
何
に
よ
っ
て
「
答
尾
池
加
仲

大
書
」
を
見
た
の
か
は
不
詳
。

３ 

…
「
水
風
井

」
は
、井
卦

の
構
成
が
、上
卦
（
上
の
三
爻
）
は
「
水
」
を
象
徴
す
る

（
坎
の

卦
）、下
卦
（
下
の
三
爻
）
は
「
風
」
を
象
徴
す
る

（
巽
の
卦
）
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。「
九
三
」

以
下
は
、『
周
易
』
井
卦
の
爻
辞
の
引
用
。

《
一
二
》

　
　
　
自
叙
伝
／

蘭
洲
晩
年
有
咏
懐
詩
﹇ 

補□ 

１
﹈。
是
実
一
部
自
叙
伝
也
。
其
詩
曰
。
／

咨
余
遭
家
難
。
屯
邅
童
丱
時﹇
注
一
﹈。
自
僅
識
丁
字
。
託
尼
城
遠
緦
。
起
臥
伍
僮
僕
。
涕
泣
膝

下
離
。
遠
緦
家
亦
窮
。
転
向
飯
山
趍
。
飯
山
冰
雪
地
﹇ 

補□ 

２
﹈。
短
褐
不
適
肌
。
流
落
三
年
客
。

十
七
【
１４
裏
】
復
桑
梓
。
歉
年
頻
相
仍
。
桂
焼
且
玉
炊
。
母
兄
官
于
京
。
怙
恃
両
鬢
絲
。
己
無

稗
販
業
。
傭
書
供
薄
糜
。
挑
燈
目
成
膜
。
把
筆
掌
凝
皮
。
窮
鬼
向
我
投
。
方
兄
棄
我
違
。
親
戚

多
零
落
。
厳
君
忽
尓
萎
。
大
阪
池
魚
災
。
民
居
無
一
基
。
口
沢
兼
手
沢
。
焚
蕩
一
無
遺
。
慈
母

六
十
餘
。
臥
床
疾
尤
急
。
無
轎
可
乗
載
。
負
以
逃
東
逵
。
崎
嶇
千
万
状
。
惨
不
可
追
思
。
遂
歿

于
客
舎
。
于
今
有
餘
悲
。
服
闋
入
関
中
。
鷦
鷯
得
一
枝
。
随
身
一
長
剣
。
往
反
陸
羽
岐
。
十
歳

意
無
（
マ
マ
）（
不
）
愜
﹇ 

補□ 

３
﹈。
委
俸
不
少
尼
。
嚢
槖
無
餘
金
。
単
身
千
里
帰
。
生
産
復
何
事
。
句

読
授
小
児
。
僑
居
郷
校
畔
。
執
経
不
覚
疲
。
戯
場
目
不
注
。
淫
肆
歩
不
移
。
家
素
無
長
物
。
未

嘗
羨
軽
肥
。
唯
恐
負
人
謗
。
戦
兢
自
矜
持
。
非
啻
自
口
出
。
輿
人
所
皆
知
。
雖
韈
線
短
才
。
庶

不
墜
先
規
。【
１５
表
】荏
苒
強
復
老
。
躯
幸
無
病
羸
。
毎
念
及
蓋
棺
。
壮
心
永
不
衰
。
唯
憾
有
一

女
。
無
男
嗣
先
祀
。
豈
図
殆
（
マ
マ
）（
幾
）
七
十
﹇ 

補□ 

４
﹈。
一
朝
疾
風
痺
。
頃
刻
為
癈
人
。
百
骸
渾

不
支
。
頼
有
旧
相
識
。
重
義
且
軽
貲
。
日
夜
来
保
護
。
免
為
溝
中
屍
。
躯
不
可
再
健
。
疾
不
可

復
医
。
奈
何
至
此
極
。
是
命
也
﹇
亦
﹈
奚
疑
﹇ 

補□ 

５
﹈。
／

惨
痛
悲
惻
。
不
可
卒
読
。
蘭
洲
生
於
艱
難
。
而
死
於
艱
難
。
其
鬱
勃
不
平
。
果
何
如
也
。
是
以
筆
墨

之
間
。
骯
髒
不
平
之
気
。
淋
漓
溢
出
。
亦
亡
是
怪
而
已
。
／

　
　
　
注

一
…
遺
稿
有
言
﹇ 

補□ 

６
﹈
余
童
丱
遭
家
難
糊
口
四
方
十
七
而
帰
郷
里

【
書
き
下
し
文
】

　
　
　
自
叙
伝

蘭
洲
晩
年
に
「
咏
懐
詩
」
有
り
。
是
れ
実
に
一
部
の
自
叙
伝
な
り
。
其
の
詩
に
曰
は
く
、

「
咨あ
あ

、
余わ
れ

家
難
に
遭
ひ
、
屯
ち
ゆ
ん

邅て
ん

す
童
丱く
わ
んの
時
。
僅
に
丁
字
を
識
る
よ
り
、
尼
城
の
遠
緦
に
託
せ
ら

る
。
起
臥
す
る
に
僮
僕
に
伍
し
、
涕
泣
す
膝
下
の
離
。
遠
緦
の
家
も
亦
た
窮
し
、
転
向
し
て
飯

山
に
趍お
よ

ぶ
。
飯
山
　
冰
雪
の
地
に
し
て
、
短
褐
肌
に
適か
な

は
ず
。
流
落
三
年
の
客
、
十
七
に
し
て

桑
梓
に
復
す
。
歉
年
頻
り
に
相
ひ
仍か
さ

な
り
、
桂
焼
し
且
つ
玉
炊
す
。
母
兄
　
京
に
官
す
る
も
、

怙
恃
　
両
鬢
に
絲
あ
り
。
己
に
稗
販
の
業
無
く
、
傭
書
し
て
薄
糜
を
供
す
。
燈
を
挑か
か

げ
て
膜
を

成
し
、
筆
を
把
り
て
掌
に
皮
を
凝
ら
す
も
、
窮
鬼
　
我
に
向
か
ひ
て
投い
た

る
。
方
に
兄
我
を
棄
て

て
違さ

り
、
親
戚
　
多
く
零
落
す
。
厳
君
　
忽
爾
と
し
て
萎な

ゆ
。
大
阪
に
池
魚
の
災
あ
り
。
民
居
　

一
基
も
無
く
、
口
沢
　
手
沢
を
兼あ
は

せ
て
、
焚
蕩
し
て
一
も
遺
る
無
し
。
慈
母
六
十
餘
り
に
し
て
、

床
に
臥
し
て
疾
尤
も
急
な
り
。
轎か
ご

の
乗
載
す
べ
き
も
の
無
く
し
て
、負
ひ
て
以
て
東
逵
に
逃
る
。

崎
嶇
た
り
千
万
の
状
、
惨
に
し
て
追
思
す
べ
か
ら
ず
。
遂
に
客
舎
に
歿
す
。
今
に
于お

い
て
餘
悲

有
り
。
服
闋
し
て
関
中
に
入
る
に
、
鷦
鷯
　
一
枝
を
得
。
随
身
す
る
は
一
長
剣
。
往
反
す
陸
羽

の
岐
。
十
歳
意
に
愜か
な

は
ず
。
俸
を
委す

て
て
少
し
も
尼や
す
ん
ぜ
ず
。
嚢
槖
に
餘
金
無
く
、
単
身
千
里
帰

る
。
生
産
復
た
何
事
あ
ら
ん
。
句
読
も
て
小
児
に
授
く
。
僑
居
郷
校
の
畔
、
経
を
執
り
て
疲
る

る
を
覚
へ
ず
。
戯
場
に
目
は
注
が
ず
、
淫
肆
に
歩
は
移
さ
ず
。
家
素
よ
り
長
物
無
し
。
未
だ
嘗

て
軽
肥
を
羨
ま
ず
。
唯
だ
人
の
謗
を
負
ふ
を
恐
れ
、
戦
兢
と
し
て
自
ら
矜
持
す
。
啻
だ
に
口
に

出
だ
さ
ざ
る
に
非
ず
。
輿
人
の
皆
な
知
る
所
な
り
。
韈べ
つ

線せ
ん

短
才
と
雖
も
、
先
規
を
墜お

と
さ
ざ
ら

ん
こ
と
を
庶
こ
ひ
ね
がふ
。
荏
苒
と
し
て
強
な
る
も
復
た
老
ゆ
。
躯
幸
ひ
に
病
羸
す
る
こ
と
無
し
。
毎
に

念
ふ
蓋
棺
に
及
ぶ
ま
で
、
壮
心
永
く
衰
へ
ざ
る
を
。
唯
だ
憾
む
一
女
有
る
も
、
男
の
先
祀
を
嗣
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ぐ
も
の
無
き
を
。
豈
に
図
ら
ん
幾ほ
と
んど
七
十
に
し
て
、
一
朝
風
痺
を
疾
む
。
頃
刻
癈
人
と
為
り
、

百
骸
渾
て
支
へ
ず
。
頼
る
に
旧ふ
る

き
相
識
有
り
。
義
を
重
ん
じ
且
つ
貲
を
軽
ん
ず
。
日
夜
来
り
て

保
護
し
、
溝
中
の
屍
と
為
る
を
免
る
。
躯
は
再
び
健
な
る
べ
か
ら
ず
、
疾
は
復
た
医
す
べ
か
ら

ず
。
奈
何
せ
ん
此
の
極
に
至
る
を
、
是
れ
命
な
る
こ
と
亦
た
奚
ぞ
疑
は
ん
」
と
。

惨
痛
悲
惻
、
卒
読
す
べ
か
ら
ず
。
蘭
洲
艱
難
に
生
ま
れ
て
、
艱
難
に
死
す
。
其
の
鬱
勃
た
る
不
平
、

果
た
し
て
何
如
。
是
を
以
て
筆
墨
の
間
に
、
骯か
う

髒さ
う

不
平
の
気
、
淋
漓
と
し
て
溢
出
す
る
も
、
亦
た
是

れ
怪
む
亡
き
の
み
。

　
　
注

一 

…
『
遺
稿
』
に
、「
余
童
丱
に
家
難
に
遭
ひ
、
口
を
四
方
に
糊
し
て
、
十
七
に
し
て
郷
里
に
帰
る
」

と
言
ふ
有
り
。

　
　
　
補
注

１ 

…
「
咏
懐
詩
」
は
、前
出
の
『
蘭
洲
遺
稿
』
乾
巻
所
収
の
「
詠
懐
詩
」
を
指
す
（
第
四
十
一
葉
裏
）。

２ 

…
「
地
」
は
も
と
も
と
「
裏
」
字
と
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
上
に
墨
筆
で
圏
点
を
記
し
、
左
に

「
地
」
が
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
。『
蘭
洲
遺
稿
』
の
「
詠
懐
詩
」
に
は
「
地
」
と
あ
る
。
但
し
、

天
囚
の
「
懐
徳
堂
研
究
其
一
」・『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
で
は
「
飯
山
冰
雪
裏
」
と
引
用
さ
れ
て
い
る
。

本
書
に
お
け
る
「
裏
」
か
ら
「
地
」
へ
の
修
正
は
、「
懐
徳
堂
研
究
其
一
」
の
発
表
後
に
加
え
ら
れ

た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

３
…
『
蘭
洲
遺
稿
』
の
「
詠
懐
詩
」
は
、「
意
無
愜
」
を
「
意
不
愜
」
に
作
る
。

４
…
『
蘭
洲
遺
稿
』
の
「
詠
懐
詩
」
は
、「
殆
」
を
「
幾
」
に
作
る
。

５
…
『
蘭
洲
遺
稿
』
の
「
詠
懐
詩
」
は
、「
奚
疑
」
を
「
亦
奚
疑
」
に
作
る
。

６ 

…
「
遺
稿
」
は
、『
蘭
洲
遺
稿
』
坤
巻
所
収
の
文
「
有
一
故
人
不
相
見
数
年
一
日
来
訪
〜
」（
一
故

人
有
り
。
相
ひ
見
え
ざ
る
こ
と
数
年
、
一
日
来
訪
す
。
〜
）
の
一
節
（
第
六
十
六
葉
裏
）。

《
一
三
》

　
　
　
幼
時
／

以
咨
余
遭
家
難
。
屯
邅
童
丱
時
之
二
句
﹇ 

補□ 

１
﹈。
証
東
涯
碑
文
中
所
謂
壮
時
家
道
饒
阜
。
為
親
眷

所
掩
而
不
問
。
及
晩
遂
致
窘
迫
之
語
﹇ 

補□ 

２
﹈。
則
持
軒
家
産
。
為
匪
人
所
奪
。
似
不
可
疑
。
於
是

託
蘭
洲
於
親
【
１５
裏
】
知
。
以
減
口
救
貧
。
其
或
蘭
洲
十
四
五
歳
之
時
歟
。
尼
城
摂
津
尼
崎
也
。
遠

緦
之
緦
。
三
月
服
也
。
蓋
謂
親
戚
之
疎
遠
者
。
未
知
其
為
誰
。
瑣
語
云
。
富
嶋
利
真
。
号
安
斎
。
摂

州
尼
崎
人
。
與
余
為
通
家
。
自
幼
嗜
学
。
従
先
君
子
。
邑
人
有
学
。
其
為
之
唱
也
云
〻
﹇ 

補□ 

３
﹈。

通
家
謂
世
誼
。
乃
非
親
戚
。
緦
則
親
姻
之
疎
者
。
則
安
斎
亦
非
其
人
矣
。
飯
山
今
属
信
濃
国
下
水
内

郡
。
為
信
越
之
境
界
。
蘭
洲
幼
時
。
流
離
困
頓
。
閲
三
年
而
帰
大
阪
。
時
年
十
七
。
実
正
徳
三
年
也
。

一
書
作
正
徳
二
年
﹇ 

補□ 

４
﹈。
然
咏
懐
有
十
七
復
桑
梓
之
句
。
十
七
則
正
徳
三
年
也
。
当
時
家
益
貧
。
而
歉
年
相
仍
。

桂
焼
玉
炊
。
辛
苦
可
知
。
同
母
兄
内
記
之
官
于
京
。
為
鷹
司
家
之
臣
隷
。
亦
或
為
貧
也
。
怙
恃
在
堂
。

両
鬢
絲
。
蘭
洲
十
七
之
時
。
持
軒
七
十
三
。
所
謂
四
書
屋
之
入
。
不
足
餬
口
。
於
是
蘭
洲
傭
書
以
供
薄
糜
。

目
則
成
【
１６
表
】
膜
。
掌
生
胼
胝
。
而
猶
窮
鬼
向
我
。
□
方
兄
則
﹇ 

補□ 

５
﹈
依
違
不
来
。
其
辛
苦
豈

常
人
之
所
能
堪
。
／

【
書
き
下
し
文
】

　
　
　
幼
時

以お
も

へ
ら
く
、「
咨
、
余
家
難
に
遭
ひ
、
屯
邅
す
童
丱
の
時
」
の
二
句
、
東
涯
碑
文
中
の
所
謂
「
壮
な

る
時
　
家
道
は
饒
阜
た
り
。
親
眷
の
為
に
掩
お
ほ
ひ
とら
る
る
も
問
は
ず
。
晩
に
及
び
て
遂
に
窘く
ゐ
ん迫
を
致
す
」

の
語
を
証
す
。
則
ち
持
軒
の
家
産
、
匪
人
の
奪
ふ
所
と
為
る
は
、
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
に
似
る
。
是
に

於
て
蘭
洲
を
親
知
に
託
し
、
以
て
口
を
減
ら
し
て
貧
を
救
は
ん
と
す
。
其
れ
或
い
は
蘭
洲
十
四
・
五

歳
の
時
か
。「
尼
城
」
は
摂
津
の
尼
崎
な
り
。「
遠
緦
」
の
緦
は
、
三
月
の
服
な
り
。
蓋
し
親
戚
の
疎

遠
な
る
者
を
謂
ふ
。
未
だ
其
の
誰
為
る
か
を
知
ら
ず
。『
瑣
語
』
に
云
ふ
、「
富
嶋
利
真
、
安
斎
と
号

す
、
摂
州
尼
崎
の
人
な
り
。
余
と
通
家
為
り
。
幼
よ
り
学
を
嗜
み
、
先
君
子
に
従
ふ
。
邑
人
学
有
る

は
、
其
れ
之
が
唱
を
為つ
く

る
な
り
」
云
〻
と
。
通
家
は
世
誼
を
謂
ふ
。
乃
ち
親
戚
に
非
ず
。
緦
は
則
ち

親
姻
の
疎
な
る
者
な
れ
ば
、
則
ち
安
斎
も
亦
た
其
の
人
に
非
ず
。「
飯
山
」
は
、
今
、
信
濃
国
下
水
内

郡
に
属
す
。
信
越
の
境
界
為
り
。
蘭
洲
幼
時
に
、
流
離
困
頓
し
、「
三
年
」
を
閲
し
て
大
阪
に
帰
る
。

時
に
年
十
七
。
実
に
正
徳
三
年
な
り
。
一
書
に
正
徳
二
年
に
作
る
。
然
れ
ど
も
咏
懐
に
「
十
七
に
し
て
桑
梓
に
復
す
」

の
句
有
り
。
十
七
な
れ
ば
則
ち
正
徳
三
年
な
り
。
当
時
家
益
ま
す
貧
し
く
し
て
、「
歉
年
」「
相
ひ
仍か
さ

な
り
、
桂

焼
し
」「
玉
炊
す
」。
辛
苦
知
る
べ
し
。
同
母
「
兄
」
の
内
記
の
「
京
に
官
」
し
て
、
鷹
司
家
の
臣
隷

と
為
る
も
、亦
た
或
い
は
貧
の
為
な
ら
ん
。「
怙
恃
」
は
堂
に
在
り
て
、「
両
鬢
に
絲
あ
り
」。
蘭
洲
十
七

の
時
、
持
軒
七
十
三
な
り
。
所
謂
四
書
屋
の
入い

り
は
、
口
に
糊
す
る
に
足
ら
ず
。
是
に
於
て
蘭
洲
「
傭
書
」

し
て
以
て
「
薄
糜
を
供
す
」。
目
に
は
則
ち
「
膜
を
成
し
」、
掌
に
は
胼
胝
を
生
ず
る
も
、
猶
ほ
「
窮

鬼
我
に
向
」
か
ふ
。
□
方
に
兄
　
則
ち
依
違
し
て
来
ら
ず
。
其
の
辛
苦
豈
に
常
人
の
能
く
堪
ふ
る
所

な
ら
ん
。

　
　
　
補
注

１ 
…
「
幼
時
」
節
に
お
い
て
天
囚
は
、
蘭
洲
の
「
咏
懐
詩
」
か
ら
引
用
し
た
語
や
句
に
つ
い
て
、
朱

筆
で
記
す
、
或
い
は
墨
筆
の
文
字
を
朱
筆
の
線
に
よ
っ
て
囲
む
と
い
っ
た
方
法
で
示
そ
う
と
し
た

と
見
ら
れ
る
。
右
の
書
き
下
し
文
で
は
、「
咏
懐
詩
」
か
ら
の
引
用
し
た
語
句
に
「
　
」
を
附
し
て

示
し
た
。
な
お
、
天
囚
に
よ
る
傍
点
は
、「
咏
懐
詩
」
か
ら
の
引
用
に
附
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

る
が
、
引
用
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
附
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

２ 

…
「
東
涯
碑
文
」
は
、
伊
藤
東
涯
（
名
は
長
胤
）
の
撰
に
よ
る
「
持
軒
五
井
君
墓
碑
銘
」（『
紹
述

先
生
文
集
』
所
収
）
を
指
す
。
天
囚
旧
蔵
の
『
紹
述
先
生
文
集
』
は
、
懐
徳
堂
文
庫
の
碩
園
記
念
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文
庫
に
現
存
す
る
。
東
涯
撰
の
持
軒
の
墓
碑
銘
は
、
天
囚
が
懐
徳
堂
研
究
に
用
い
た
と
考
え
ら
れ

る
『
浪
華
名
家
碑
文
集
』
に
も
「
持
軒
五
井
先
生
之
墓
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
お
り
、
天
囚
旧
蔵

の『
浪
華
名
家
碑
文
集
』は
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
の
朝
日
新
聞
文
庫
に
現
存
す
る
。
拙
稿「
西

村
天
囚
の
五
井
蘭
洲
研
究
と
関
係
資
料
―
『
蘭
洲
遺
稿
』・『
鶏
肋
篇
』・『
浪
華
名
家
碑
文
集
』
に

つ
い
て
―
」（『
懐
徳
』
第
八
十
五
号
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

３ 

…
『
瑣
語
』
か
ら
の
引
用
は
上
巻
所
収
の
「
富
島
利
真
号
安
齋
、
〜
」
の
冒
頭
部
分
（
第
七
葉
表
）。

懐
徳
堂
文
庫
に
現
存
す
る
天
囚
旧
蔵
の
『
瑣
語
』（『
質
疑
篇
』
と
合
刻
さ
れ
た
、
明
和
四
年
現
刻

本
を
天
保
三
年
に
再
刊
し
た
も
の
。「
天
囚
書
室
」
の
印
記
が
有
る
が
「
碩
園
記
念
文
庫
」
の
印
記

は
な
い
）
に
は
、
引
用
箇
所
の
上
欄
に
、
藍
筆
に
よ
る
「
○
○
」
の
印
と
朱
点
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。

４ 

…
「
一
書
」
に
つ
い
て
、
中
井
竹
山
に
よ
る
蘭
洲
の
墓
碑
銘
「
蘭
洲
五
井
先
生
之
墓
」
に
は
、
蘭

洲
の
帰
坂
に
つ
い
て
「
正
徳
二
年
帰
養
于
大
坂
」
と
あ
る
。
こ
の
た
め
「
一
書
」
と
は
こ
の
墓
碑

銘
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。「
蘭
洲
五
井
先
生
之
墓
」は
、
前
掲
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
朝
日
新

聞
文
庫
所
蔵
の
『
浪
華
名
家
碑
文
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

５
…
「
方
兄
則
」
の
三
字
は
朱
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
則
」
字
は
「
咏
懐
詩
」
に
は
な
い
。

《
一
四
》

　
　
　
講
学
／

蘭
洲
自
幼
流
離
艱
難
如
此
﹇
注
一
﹈
而
﹇ 

補□ 

１
﹈
不
廃
学
問
遺
稿
云
﹇ 
補□ 
２
﹈
予
稟
賦
壮
実
資
性
淡

泊
頼
自
幼
従
事
于
学
手
不
釈
巻
講
論
無
厭
云
〻
蘭
洲
遺
稿
又
云
﹇ 

補□ 

３
﹈
享
保
初
年
韓
使
来
聘
対
馬

侯
導
之
其
祀
室
雨
伯
陽
執
事
倶
滞
於
大
阪
﹇ 

補□ 

４
﹈
余
友
西
春
芳
今
西
正
立
医
持
軒
門
人
迎
伯
陽
宴
﹇
注

二
﹈
余
得
始
見
伯
陽
伯
陽
時
年
五
十
左
右
在
上
席
余
時
年
十
八
坐
席
隅
云
〻
﹇
注
三
﹈
凡
韓
使
来
三

都
文
人
騒
客
如
旅
館
相
次
﹇
唱
﹈
酬
例
也
正
徳
年
間
大
阪
唱
酬
者
有
体
貌
酸
楚
文
章
潦
草
可
笑
者
伯

陽
以
為
国
恥
告
之
公
不
許
濫
唱
酬
択
其
容
貌
沙
汰
厥
文
字
乃
許
有
江
若
水
者
与
伯
陽
【
１６
裏
】
善
為

余
媒
伯
陽
曰
五
井
生
儒
家
子
請
許
之
伯
陽
曰
若
其
英
才
東
自
請
之
然
吾
未
見
其
著
述
如
何
余
頗
憤
退

修
啓
以
示
是
文
中
有
言
衣
裳
楚
〻
文
字
碌
〻
者
監
吏
不
可
伯
陽
怫
然
曰
是
特
官
令
非
吾
所
敢
余
曰
不

見
聘
使
亦
可
要
彼
非
華
人
韓
人
耳
大
忤
伯
陽
旨
乃
以
余
為
灌
夫
使
酒
之
倫
﹇ 

補□ 

５
﹈
其
後
不
復
相
見

余
仕
陸
藩
東
西
鞅
掌
﹇
経
﹈
三
十
年
始
修
書
伯
陽
遺
稿
鶏
肋
篇
並
収
﹇ 

補□ 

６
﹈
叙
契
闊
之
情
伯
陽
歳
超

九
十
且
疾
乃
復
書
惓
〻
有

袍
故
人
之
意
毫
無
帯
芥
﹇ 

補□ 

７
﹈
案
係
享
保
四
年
事
蘭
洲
年
已
二
十
三

其
謂
時
年
十
八
者
臆
記
之
誤
然
踰
弱
冠
既
能
昂
然
於
先
生
長
者
之
前
見
其
学
問
文
章
之
長
進
持
軒
歿

時
蘭
洲
年
二
十
【
１７
表
】
五
其
夙
受
家
学
卓
然
自
立
可
知
矣
／

遺
稿
又
云
﹇ 

補□ 

８
﹈。
余
少
時
。
嘗
聞
宅
子
講
経
。
未
嘗
援
陸
攻
朱
。
三
宅
石
菴
与
持
軒
友
善
。
蘭

洲
亦
嘗
従
之
游
。
蓋
受
益
不
尠
。
而
石
菴
門
下
得
一
益
友
中
井
甃
菴
其
人
也
。
／

中
井
甃
菴
﹇ 

補□ 

９
﹈。
名
誠
之
字
叔
貴
称
忠
蔵
。
其
先
歴
任
前
田
黒
田
二
公
父
祖
皆
仕
龍
野
脇
坂
侯

﹇
注
四
﹈。
甃
菴
年
十
四
従
父
自
播
州
龍
野
徙
居
于
大
阪
。
後
為
大
洲
加
藤
侯
阪
邸
留
守
岸
田
源
進
養

子
。
源
進
見
黜
。
源
之
妻
与
弟
謀
奪
家
。
甃
菴
遂
復
本
姓
。
弱
冠
始
与
其
弟
常
菴
名
文
之
字
季
礼
。
同
受

業
於
石
菴
﹇ 

補□ 

１０
﹈。
在
正
徳
元
年
。
石
菴
時
年
四
十
七
蘭
洲
時
年
十
五
。
其
自
信
州
飯
山
帰
。
為

十
七
八
之
時
。
石
菴
与
持
軒
友
善
。
甃
菴
与
蘭
洲
結
交
。
蓋
在
少
年
日
。
甃
菴
亦
堅
苦
刻
苦
与
蘭
洲

相
似
。
二
人
並
成
徳
達
材
。
遂
為
懐
徳
書
院
之
盛
。
可
謂
奇
遇
矣
。
／

蘭
洲
時
或
聞
石
菴
講
経
。
而
其
学
風
頗
異
。
非
執
贄
於
其
【
１７
裏
】
門
。
則
蘭
洲
之
学
。
受
之
於
家
。

未
聞
另
有
師
承
。
東
涯
所
謂
世
其
学
者
﹇ 

補□ 

１１
﹈。
家
学
之
素
。
能
成
此
大
家
。
持
軒
於
是
乎
亦
非

小
家
数
也
矣
。
／

　
　
　
注

一
…
碑
文
云
﹇ 

補□ 

１２
﹈
先
生
夙
齢
見
頭
角

二
…
与
雨
森
伯
陽
書
云
﹇ 

補□ 

１３
﹈
享
保
四
年
僕
得
拝
先
生
於
今
西
春
芳
宅

三 

…
□
（
談
）
及
江
都
士
林
是
乃
伯
陽
話
也
話
畢
予
（
マ
マ
）卒
爾
曰
昨
夜
雷
震
薦
福
碑
自
古
才
子
不
偶
多
如
（
マ
マ
）

伯
陽
正
衿
曰
秀
（
マ
マ
）才
知
故
事
蓋
警
予
（
マ
マ
）也
余
赧
顔
退
坐
席
隅
下
有
此
語
﹇ 

補□ 

１４
﹈

四 

…
□
（
祖
）
昌
倫
為
医
。
始
遊
大
阪
。
□
（
後
）
□
（
仕
）
脇
坂
侯
。（
称
養
□
（
仙
））
父
昌
重

称
玄
端
又
為
医
。
致
仕
挈
家
遊
大
阪
医
術
大
□
（
振
）﹇ 

補□ 

１５
﹈

【
書
き
下
し
文
】

　
　
　
講
学

蘭
洲
の
幼
き
よ
り
流
離
艱
難
す
る
こ
と
此
の
如
く
な
る
も
、
学
問
を
廃
せ
ず
。『
遺
稿
』
云
ふ
、「
予

稟
賦
壮
実
、
資
性
淡
泊
、
頼さ
い
はひ
に
幼
よ
り
事
に
学
に
従
ひ
て
、
手
に
巻
を
釈
て
ず
、
講
論
厭
く
無
し
」

云
々
と
。『
蘭
洲
遺
稿
』
又
た
云
ふ
、「
享
保
初
年
、
韓
使
来
聘
し
、
対
馬
侯
之
を
其
の
祀
室
に
導
く
。

雨
伯
陽
執
事
た
り
て
、倶
に
大
阪
に
滞と
ど

ま
る
。
余
の
友
西
春
芳
今
西
正
立
な
り
。
医
に
し
て
持
軒
の
門
人
た
り
。

伯
陽
を
迎
へ
て
宴
す
。
余
始
め
て
伯
陽
を
見
る
を
得
。
伯
陽
時
に
年
五
十
左
右
、
上
席
に
在
り
。
余

時
に
年
十
八
、
席
隅
に
坐
す
」
云
々
と
。「
凡
そ
韓
使
の
三
都
に
来
る
に
、
文
人
騒
客
　
旅
館
に
如
き

て
相
ひ
次
い
で
唱
酬
す
る
の
例
あ
り
。
正
徳
年
間
に
大
阪
に
唱
酬
す
る
者
に
、
体
貌
酸
楚
、
文
章
潦

草
に
し
て
笑
ふ
べ
き
者
有
り
。
伯
陽
以
て
国
恥
と
為
し
、
之
を
公
に
告
げ
て
濫
り
に
唱
す
る
を
許
さ

ず
、
酬
す
る
に
其
の
容
貌
を
択
び
、
厥そ

の
文
字
を
沙
汰
し
て
、
乃
ち
許
す
。
江
若
水
な
る
者
有
り
。

伯
陽
と
善
し
。
余
の
為
に
伯
陽
に
媒
な
か
だ
ちし
て
曰
は
く
、『
五
井
生
は
、
儒
家
の
子
な
り
。
請
ふ
、
之
を

許
せ
』
と
。
伯
陽
曰
は
く
、『
若
し
其
れ
英
才
な
れ
ば
、
東
　
自
ら
之
を
請
は
ん
。
然
れ
ど
も
吾
未

だ
其
の
著
述
を
見
ざ
れ
ば
、
如
何
』
と
。
余
頗
る
憤
り
て
退
き
、
啓
を
脩
め
て
以
て
示
す
。
是
の
文

中
に
『
衣
裳
楚
〻
、
文
字
碌
〻
な
る
者
、
監
吏
可
と
せ
ず
』
と
言
ふ
有
り
。
伯
陽
怫
然
と
し
て
曰
は

く
、『
是
れ
特た

だ
官
令
な
る
の
み
。
吾
の
敢
へ
て
す
る
所
に
非
ず
』
と
。
余
曰
は
く
、『
聘
使
を
見
ざ

る
も
亦
た
可
な
り
。
要
す
る
に
彼
は
華
人
に
非
ず
し
て
、
韓
人
な
る
の
み
』
と
。
大
い
に
伯
陽
の
旨

に
忤さ
か
らふ
。
乃
ち
余
を
以
て
灌
夫
の
酒
を
使
ふ
の
倫
と
為
す
。
其
の
後
復
た
相
ひ
見
ず
。
余
陸
藩
に
仕
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文
庫
に
現
存
す
る
。
東
涯
撰
の
持
軒
の
墓
碑
銘
は
、
天
囚
が
懐
徳
堂
研
究
に
用
い
た
と
考
え
ら
れ

る
『
浪
華
名
家
碑
文
集
』
に
も
「
持
軒
五
井
先
生
之
墓
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
お
り
、
天
囚
旧
蔵

の『
浪
華
名
家
碑
文
集
』は
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
の
朝
日
新
聞
文
庫
に
現
存
す
る
。
拙
稿「
西

村
天
囚
の
五
井
蘭
洲
研
究
と
関
係
資
料
―
『
蘭
洲
遺
稿
』・『
鶏
肋
篇
』・『
浪
華
名
家
碑
文
集
』
に

つ
い
て
―
」（『
懐
徳
』
第
八
十
五
号
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

３ 

…
『
瑣
語
』
か
ら
の
引
用
は
上
巻
所
収
の
「
富
島
利
真
号
安
齋
、
〜
」
の
冒
頭
部
分
（
第
七
葉
表
）。

懐
徳
堂
文
庫
に
現
存
す
る
天
囚
旧
蔵
の
『
瑣
語
』（『
質
疑
篇
』
と
合
刻
さ
れ
た
、
明
和
四
年
現
刻

本
を
天
保
三
年
に
再
刊
し
た
も
の
。「
天
囚
書
室
」
の
印
記
が
有
る
が
「
碩
園
記
念
文
庫
」
の
印
記

は
な
い
）
に
は
、
引
用
箇
所
の
上
欄
に
、
藍
筆
に
よ
る
「
○
○
」
の
印
と
朱
点
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。

４ 

…
「
一
書
」
に
つ
い
て
、
中
井
竹
山
に
よ
る
蘭
洲
の
墓
碑
銘
「
蘭
洲
五
井
先
生
之
墓
」
に
は
、
蘭

洲
の
帰
坂
に
つ
い
て
「
正
徳
二
年
帰
養
于
大
坂
」
と
あ
る
。
こ
の
た
め
「
一
書
」
と
は
こ
の
墓
碑

銘
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。「
蘭
洲
五
井
先
生
之
墓
」は
、
前
掲
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
朝
日
新

聞
文
庫
所
蔵
の
『
浪
華
名
家
碑
文
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

５
…
「
方
兄
則
」
の
三
字
は
朱
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
則
」
字
は
「
咏
懐
詩
」
に
は
な
い
。

《
一
四
》

　
　
　
講
学
／

蘭
洲
自
幼
流
離
艱
難
如
此
﹇
注
一
﹈
而
﹇ 

補□ 

１
﹈
不
廃
学
問
遺
稿
云
﹇ 

補□ 

２
﹈
予
稟
賦
壮
実
資
性
淡

泊
頼
自
幼
従
事
于
学
手
不
釈
巻
講
論
無
厭
云
〻
蘭
洲
遺
稿
又
云
﹇ 

補□ 

３
﹈
享
保
初
年
韓
使
来
聘
対
馬

侯
導
之
其
祀
室
雨
伯
陽
執
事
倶
滞
於
大
阪
﹇ 

補□ 

４
﹈
余
友
西
春
芳
今
西
正
立
医
持
軒
門
人
迎
伯
陽
宴
﹇
注

二
﹈
余
得
始
見
伯
陽
伯
陽
時
年
五
十
左
右
在
上
席
余
時
年
十
八
坐
席
隅
云
〻
﹇
注
三
﹈
凡
韓
使
来
三

都
文
人
騒
客
如
旅
館
相
次
﹇
唱
﹈
酬
例
也
正
徳
年
間
大
阪
唱
酬
者
有
体
貌
酸
楚
文
章
潦
草
可
笑
者
伯

陽
以
為
国
恥
告
之
公
不
許
濫
唱
酬
択
其
容
貌
沙
汰
厥
文
字
乃
許
有
江
若
水
者
与
伯
陽
【
１６
裏
】
善
為

余
媒
伯
陽
曰
五
井
生
儒
家
子
請
許
之
伯
陽
曰
若
其
英
才
東
自
請
之
然
吾
未
見
其
著
述
如
何
余
頗
憤
退

修
啓
以
示
是
文
中
有
言
衣
裳
楚
〻
文
字
碌
〻
者
監
吏
不
可
伯
陽
怫
然
曰
是
特
官
令
非
吾
所
敢
余
曰
不

見
聘
使
亦
可
要
彼
非
華
人
韓
人
耳
大
忤
伯
陽
旨
乃
以
余
為
灌
夫
使
酒
之
倫
﹇ 

補□ 

５
﹈
其
後
不
復
相
見

余
仕
陸
藩
東
西
鞅
掌
﹇
経
﹈
三
十
年
始
修
書
伯
陽
遺
稿
鶏
肋
篇
並
収
﹇ 

補□ 

６
﹈
叙
契
闊
之
情
伯
陽
歳
超

九
十
且
疾
乃
復
書
惓
〻
有

袍
故
人
之
意
毫
無
帯
芥
﹇ 

補□ 

７
﹈
案
係
享
保
四
年
事
蘭
洲
年
已
二
十
三

其
謂
時
年
十
八
者
臆
記
之
誤
然
踰
弱
冠
既
能
昂
然
於
先
生
長
者
之
前
見
其
学
問
文
章
之
長
進
持
軒
歿

時
蘭
洲
年
二
十
【
１７
表
】
五
其
夙
受
家
学
卓
然
自
立
可
知
矣
／

遺
稿
又
云
﹇ 

補□ 

８
﹈。
余
少
時
。
嘗
聞
宅
子
講
経
。
未
嘗
援
陸
攻
朱
。
三
宅
石
菴
与
持
軒
友
善
。
蘭

洲
亦
嘗
従
之
游
。
蓋
受
益
不
尠
。
而
石
菴
門
下
得
一
益
友
中
井
甃
菴
其
人
也
。
／

中
井
甃
菴
﹇ 

補□ 

９
﹈。
名
誠
之
字
叔
貴
称
忠
蔵
。
其
先
歴
任
前
田
黒
田
二
公
父
祖
皆
仕
龍
野
脇
坂
侯

へ
て
、
東
西
に
鞅
掌
す
。
三
十
年
を
経
て
、
始
め
て
書
を
伯
陽
に
修
め
て
、『
遺
稿
』・『
鶏
肋
篇
』
並
び
に

収
む
。
契
闊
の
情
を
叙
ぶ
。
伯
陽
歳
九
十
を
超
え
、
且
つ
疾
む
も
、
乃
ち
復
書
す
る
に
惓
々
た
り
。

袍
故
人
の
意
有
り
て
、
毫
も
帯
芥
無
し
」
と
。
案
ず
る
に
享
保
四
年
の
事
に
係
る
は
、
蘭
洲
年
已
に

二
十
三
な
り
。
其
の
「
時
に
年
十
八
」
と
謂
ふ
は
、
臆
記
の
誤
り
な
り
。
然
れ
ど
も
弱
冠
を
踰
ゆ
る

に
既
に
能
く
先
生
長
者
の
前
に
昂
然
た
り
て
、
其
の
学
問
文
章
の
長
進
す
る
を
見
す
。
持
軒
歿
す
る

時
、
蘭
洲
年
二
十
五
、
其
の
夙
に
家
学
を
受
け
て
卓
然
と
し
て
自
立
す
る
こ
と
知
る
べ
し
。

『
遺
稿
』
又
た
云
ふ
、「
余
少
き
時
、
嘗
て
宅
子
の
経
を
講
ず
る
を
聞
く
に
、
未
だ
嘗
て
陸
を
援
け
て

朱
を
攻
め
ず
」
と
。
三
宅
石
菴
と
持
軒
と
友
善
た
り
。
蘭
洲
も
亦
た
嘗
て
之
に
従
ひ
て
游
ぶ
。
蓋
し

益
を
受
く
る
こ
と
尠
か
ら
ず
。
而
し
て
石
菴
門
下
に
一
益
友
を
得
。
中
井
甃
菴
其
の
人
な
り
。

中
井
甃
菴
、
名
は
誠
之
、
字
は
叔
貴
、
忠
蔵
と
称
す
。
其
の
先
、
前
田
・
黒
田
二
公
に
歴
任
す
。
父
祖

皆
龍
野
脇
坂
侯
に
仕
ふ
。
甃
菴
年
十
四
に
し
て
父
に
従
ひ
て
播
州
龍
野
よ
り
居
を
大
阪
に
徙
す
。
後

に
大
洲
加
藤
侯
阪
邸
留
守
・
岸
田
源
進
の
養
子
と
為
る
。
源
進
黜
け
ら
る
る
に
、
源
の
妻
　
弟
と
謀

り
て
家
を
奪
ふ
。
甃
菴
遂
に
本
姓
に
復
す
。
弱
冠
に
し
て
始
め
て
其
の
弟
常
菴
名
は
文
之
、字
は
季
礼
。
と

同
に
業
を
石
菴
よ
り
受
く
る
こ
と
、
正
徳
元
年
に
在
り
。
石
菴
時
に
年
四
十
七
、
蘭
洲
時
に
年
十
五
、

其
の
信
州
飯
山
よ
り
帰
る
は
、十
七
・
八
の
時
為
ら
ん
。
石
菴
と
持
軒
と
友
善
た
り
。
甃
菴
　
蘭
洲
と

交
わ
り
を
結
ぶ
こ
と
、
蓋
し
少
年
の
日
に
在
り
。
甃
菴
も
亦
た
堅
苦
刻
苦
す
る
こ
と
蘭
洲
と
相
ひ
似

る
。
二
人
並
び
て
徳
を
成
し
材
を
達
し
、
遂
に
懐
徳
書
院
の
盛
を
為
す
は
、
奇
遇
と
謂
ふ
べ
し
。

蘭
洲
時
に
或
い
は
石
菴
の
経
を
講
ず
る
を
聞
く
も
、
其
の
学
風
頗
る
異
な
り
、
贄
を
其
の
門
に
執
る

に
非
ず
。
則
ち
蘭
洲
の
学
、
之
を
家
に
受
け
て
、
未
だ
另
に
師
承
有
る
を
聞
か
ず
。
東
涯
の
所
謂
其

の
学
を
世
よ
に
す
る
者
な
り
。
家
学
の
素
あ
り
て
、
能
く
此
の
大
家
を
成
す
。
持
軒
是
に
於
て
か
亦

た
小
家
の
数
に
非
ざ
る
な
り
。

　
　
　
注

一
…
碑
文
に
云
ふ
、「
先
生
夙
齢
に
し
て
頭
角
を
見あ
ら
はす
」
と
。

二 

…
「
雨
森
伯
陽
に
与
ふ
」
の
書
に
云
ふ
、「
享
保
四
年
僕
先
生
を
今
西
春
芳
の
宅
に
拝
す
る
を
得
」

と
。

三 

…
談
、
江
都
の
士
林
に
及
ぶ
。
是
れ
乃
ち
伯
陽
の
話
な
り
。
話
畢
り
、
余
卒
爾
と
し
て
曰
は
く
、

「
昨
夜
雷
震ふ
る

は
す
薦
福
碑
、
古
へ
よ
り
才
子
多
と
偶
せ
ざ
る
こ
と
、
此
く
の
如
し
」
と
。
伯
陽
衿

を
正
し
て
曰
は
く
、「
英
才
故
事
を
知
る
」
と
。
蓋
し
余
を
警
む
る
な
り
。
余
　
赧
顔
し
て
退
く
。

「
席
隅
に
坐
す
」
の
下
に
此
の
語
有
り
。

四 

…
祖
、
昌
倫
、
医
為
り
。
始
め
大
阪
に
遊
ぶ
。
後
脇
坂
侯
に
仕
ふ
。（
養
仙
と
称
す
）
父
昌
重
、
玄

端
と
称
す
。
又
た
医
為
り
。
致
仕
し
家
を
挈た
ず
さへ
て
大
阪
に
遊
ぶ
。
医
術
大
い
に
振
ふ
。

　
　
　
補
注

１ 

…
「
而
」
字
に
続
く
本
文
の
八
字
は
、墨
線
の
上
書
き
に
よ
り
削
除
さ
れ
て
お
り
、そ
の
右
に
「
弱

冠
」
と
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
が
、「
而
」
字
の
右
横
に
、「
弱
冠
」
の
語
を
覆
い
隠
す
形
で
「
不

廃
学
問
遺
稿
云
〜
無
厭
云
〻
」
と
記
さ
れ
た
紙
片
が
貼
付
さ
れ
、
加
え
て
「
而
」
字
か
ら
紙
片
上

の
「
不
廃
」
の
「
不
」
字
へ
、ま
た
紙
面
の
末
尾
の
「
云
〻
」
か
ら
罫
紙
上
の
「
蘭
洲
遺
稿
又
云
」

の
「
蘭
」
字
へ
結
ぶ
墨
線
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
貼
付
さ
れ
た
紙
片
の
文
字
列
と
墨
線
と
に
従

う
な
ら
ば
、「
弱
冠
」
の
語
に
は
特
に
削
除
を
指
示
す
る
書
き
込
み
等
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の

の
、
削
除
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

２ 

…
『
遺
稿
』
は
、『
蘭
洲
遺
稿
』
巻
乾
所
収
の
文
「
予
稟
賦
壮
実
資
質
澹
泊
〜
」（
予
　
稟
賦
壮
実
、

資
質
澹
泊
に
し
て
〜
）
の
一
節
（
第
九
十
二
葉
裏
）。

３ 

…
『
蘭
洲
遺
稿
』
は
、
巻
坤
所
収
の
文
「
享
保
初
年
韓
使
来
聘
〜
」（
享
保
初
年
、
韓
使
来
聘
す
。

〜
）
の
一
節
（
第
五
一
葉
裏
）。

４
…
『
蘭
洲
遺
稿
』
巻
坤
は
、「
大
阪
」
を
「
大
坂
」
に
作
る
。

５ 

…
「
灌
夫
使
酒
」（
灌
夫
酒
を
使
ふ
）
は
、前
漢
の
灌
夫
が
酒
に
酔
っ
て
気
ま
ま
に
振
る
ま
っ
た
こ

と
を
指
す
。『
史
記
』
魏
其
武
安
侯
列
伝
参
照
。

６ 

…
「
三
十
年
」
に
つ
い
て
は
、『
蘭
洲
遺
稿
』
は
「
経
三
十
年
」
に
作
る
。
ま
た
、「
遺
稿
鶏
肋
篇

並
収
」
は
、
蘭
洲
が
雨
森
伯
陽
に
送
っ
た
手
紙
「
与
雨
森
伯
陽
」
が
、『
蘭
洲
遺
稿
』
巻
坤
（
第

二
十
九
葉
裏
）
と
『
鶏
肋
篇
』
巻
七
（
第
十
四
葉
裏
）
と
に
重
複
し
て
所
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

指
す
。

７ 

…
「

袍
」
は
、「
綈
袍
」（
厚
い
綿
入
れ
）
の
こ
と
。『
史
記
』
范
雎
蔡
沢
列
伝
の
「
以
綈
袍
戀

戀
、
有
故
人
之
意
、
故
釋
公
。」（
綈
袍
戀
戀
た
り
て
、
故
人
の
意
有
る
を
以
て
が
、
故
に
公
を
釈

す
。）
に
よ
る
。「
帯
芥
」
は
小
さ
な
と
げ
。

８ 

…
『
遺
稿
』
は
、『
蘭
洲
遺
稿
』
巻
乾
所
収
の
文
「
朱
陸
異
同
自
古
学
者
聚
訴
不
已
〜
」（
朱
陸
の

異
同
、
古
へ
よ
り
学
者
聚
訴
し
て
已
ま
ず
。
〜
）
中
の
一
節
（
第
四
十
九
葉
表
）。

９ 

…
こ
の
記
述
の
あ
る
罫
紙
の
上
部
に
、
朱
筆
で
「
□
（
甃
）
菴
」
と
記
さ
れ
た
附
箋
が
貼
付
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
以
下
の
中
井
甃
庵
に
関
す
る
記
述
及
び
注
四
に
つ
い
て
、
天
囚
は
こ
れ
ら
の
出

典
を
示
し
て
い
な
い
が
、
記
述
の
内
容
か
ら
見
て
、
基
本
的
に
は
竹
山
の
「
先
君
子
貽
範
先
生
行

状
」（『
奠
陰
集
』
所
収
。
ま
た
中
井
木
菟
麻
呂
編
『
懐
徳
堂
纂
録
』
所
収
）
に
基
づ
く
と
考
え
ら

れ
る
。
但
し
、天
囚
が
『
奠
陰
集
』
の
自
筆
稿
本
を
実
見
し
た
の
は
、木
菟
麻
呂
と
の
二
度
目
の
面

談
を
行
っ
た
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
年
）
二
月
二
十
八
日
の
こ
と
で
、
大
阪
朝
日
新
聞
に
お

け
る
連
載
「
懐
徳
堂
研
究
其
一
」（
最
終
回
で
「
懐
徳
堂
考
上
巻
」
に
改
題
）
の
終
了
後
で
あ
る
。

ま
た
『
懐
徳
堂
纂
録
』
は
、
天
囚
の
旧
蔵
書
で
あ
る
碩
園
記
念
文
庫
小
天
地
閣
叢
書
所
収
の
『
懐

徳
堂
記
録
』
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
天
囚
が
『
奠
陰
集
』
の
写
本
を
見
て
い
た
可
能
性
が
考
え

ら
れ
る
も
の
の
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。『
懐
徳
堂
纂
録
』・『
懐
徳
堂
記
録
』
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「『
懐
徳
堂
纂
録
』
と
そ
の
成
立
過
程
」（『
中
国
研
究
集
刊
』
第
五
十
八
号
、
二
〇
一
四
年
）、「
西

村
天
囚
の
五
井
蘭
洲
研
究
と
懐
徳
堂
記
録
」（『
懐
徳
堂
研
究
』
第
七
号
、
二
〇
一
六
年
）
参
照
。

１ ０ 

…
天
囚
は
『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
に
お
い
て
、「
甃
菴
の
始
て
石
菴
に
師
事
せ
し
は
、
十
四
父
に
從
つ
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て
來
阪
せ
し
時
に
在
る
な
る
べ
し
」
と
し
て
い
る
。
天
囚
の
こ
の
記
述
は
、
竹
山
が
甃
菴
に
つ
い

て
述
べ
た
文
に
、
江
戸
で
は
室
鳩
巣
・
三
輪
執
斎
に
会
い
、
ま
た
石
菴
と
の
縁
故
で
三
宅
観
瀾
に

は
特
に
世
話
に
な
っ
た
と
あ
る
が
、
觀
覧
は
享
保
三
年
に
没
し
て
い
る
の
で
、
甃
菴
が
觀
覧
に
世

話
に
な
っ
た
の
は
、
甃
菴
が
「
侯
（
＝
大
洲
の
加
藤
氏
）
に
扈
し
て
江
戸
に
在
り
し
時
」
で
あ
ろ

う
と
天
囚
が
推
測
し
た
こ
と
に
よ
る
。
天
囚
が
そ
の
根
拠
と
し
た
の
は
、「
先
君
子
貽
範
先
生
行

状
」
に
お
い
て
、
甃
菴
と
交
流
の
あ
っ
た
学
者
に
つ
い
て
「
所
執
贄
周
旋
海
内
名
彦
、（
中
略
）
在

江
都
為
万
年
先
生
弟
観
瀾
先
生
、鳩
巣
室
先
生
。」〔（
其
の
他
に
）
贄
を
執
り
周
旋
す
る
所
の
海
内

の
名
彦
に
、（
中
略
）
江
都
に
在
り
て
は
万
年
先
生
の
弟
・
観
瀾
先
生
、
鳩
巣
室
先
生
為
り
。〕
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

１１ 

…
「
東
涯
所
謂
」
は
、伊
藤
東
涯
の
「
持
軒
五
井
君
墓
碑
銘
」（『
紹
述
先
生
文
集
』
所
収
）
に
「
純

禎
世
其
学
」（
純
禎
其
の
学
を
世
よ
に
す
）
と
あ
る
こ
と
を
指
す
。

１２ 

…
「
碑
文
」
は
、
前
出
の
中
井
竹
山
に
よ
る
蘭
洲
の
墓
碑
銘
「
蘭
洲
五
井
先
生
之
墓
」
を
指
す
。

１３ 

…
「
与
雨
森
伯
陽
書
」
は
、
補
注
６
前
掲
の
『
蘭
洲
遺
稿
』
巻
坤
・『
鶏
肋
篇
』
巻
四
所
収
の
「
与

雨
森
伯
陽
」
を
指
す
。

１４ 

…
「
此
語
」
と
は
、補
注
３
前
掲
の
『
蘭
洲
遺
稿
』
巻
坤
所
収
の
文
の
語
を
指
す
。
そ
の
中
の
「
薦

福
碑
」
は
、
饒
州
（
今
の
江
西
省
）
の
薦
福
寺
に
あ
っ
た
と
い
う
歐
陽
脩
の
書
の
碑
を
指
し
、
元

曲
「
半
夜
雷
轟
薦
福
寺
」
に
も
な
っ
た
話
を
踏
ま
え
る
。
な
お
、
こ
の
注
記
は
、
罫
紙
に
貼
付
さ

れ
た
紙
片
に
記
入
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
天
囚
が
そ
う
し
た
形
で
書
き
加
え
て
い
る
の
は
、
天
囚

の
用
い
た
『
蘭
洲
遺
稿
』（
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
の
所
蔵
す
る
朝
日
新
聞
文
庫
の
も
の
。
ラ
ベ

ル235.4/23

）
に
お
い
て
、「
江
都
士
林
」
に
続
く
「
是
乃
」
か
ら
「
蓋
警
余
也
余
」
ま
で
が
、
第

五
十
一
葉
と
第
五
十
二
葉
と
の
綴
じ
目
に
あ
た
っ
て
い
る
た
め
ほ
と
ん
ど
読
め
な
か
っ
た
た
め
、

別
本
を
用
い
て
補
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
別
の
『
蘭
洲
遺
稿
』
乾
坤
二
冊
の
写
本
（
ラ
ベ
ル235.4/44

）
の
本
文
は
、「
予
」
を

「
余
」、「
如
」
を
「
如
此
」、「
秀
才
」
を
「
英
才
」
に
作
る
。
こ
の
た
め
、
注
三
の
書
き
下
し
文
に

お
い
て
は
そ
の
字
句
に
従
っ
た
。

１５ 

…
補
注
９
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
注
四
の
記
述
は
、
竹
山
の
「
先
君
子
貽
範
先
生
行
状
」
に
基

づ
く
が
、天
囚
が
「
昌
重
」
と
し
て
い
る
甃
菴
の
父
の
名
（「
懐
徳
堂
研
究
其
一
」
に
お
い
て
も
同

じ
）
は
、「
先
君
子
貽
範
先
生
行
状
」
及
び
木
菟
麻
呂
の
「
甃
菴
先
生
貽
範
家
君
行
状
」（『
懐
徳
』

第
十
九
号
、
一
九
四
一
年
）
に
お
い
て
「
昌
直
」
と
あ
る
。

《
一
五
》

　
　
　
父
母
之
喪
／

蘭
洲
至
孝
。
遺
稿
云
﹇ 

補□ 

１
﹈
傭
書
以
養
父
母
。
父
嗜
酒
。
未
嘗
一
日
空
杯
。
其
奉
歓
於
貧
苦
中
。

豈
非
孝
乎
。
父
歿
。
行
三
年
之
喪
。
享
保
九
年
大
阪
大
火
。
口
沢
兼
手
沢
。
焚
蕩
一
無
遺
﹇ 

補□ 

２
﹈。

正
此
時
也
。
時
母
氏
六
十
餘
。
況
又
臥
床
疾
尤
急
﹇ 

補□ 

３
﹈。
蓋
亦
中
風
也
。
遺
稿
云
﹇ 

補□ 

４
﹈。
母

病
風
痺
。
日
〻
侍
湯
薬
。
扶
持
未
嘗
廃
離
。
郷
閭
失
火
。
烈
風
焚
蕩
尽
。
負
母
逃
。
火
尾
而
至
。
遂

至
郊
外
村
。
得
母
子
全
於
難
。
所
謂
無
轎
可
乗
載
。
負
以
逃
東
逵
﹇ 

補□ 

５
﹈。
謂
此
也
。
崎
嶇
千
万

状
。
惨
不
可
追
思
。
真
所
悲
可
傷
﹇ 

補□ 

６
﹈。
所
謂
東
逵
平
野
也
。
遺
稿
云
﹇ 

補□ 

７
﹈。
禎
母
避
火
平

野
。
而
疾
為
終
。
遂
歿
于
井
筒
屋
佐
平
方
（
家
譜
）
客
舎
﹇ 

補□ 

８
﹈。
于
今
有
餘
悲
之
句
﹇ 

補□ 

９
﹈。

使
人
不
【
１８
表
】
忍
再
読
。
碑
文
云
﹇ 

補□ 

１０
﹈。
一
介
不
苟
取
。
初
丁
憂
。
悉
粥
書
剣
以
葬
。
乃
傭
書
自
給
。
屋
不
蔽

／
風
日
。
恬
如
也
。
／

後
蘭
洲
自
津
軽
帰
阪
。
其
老
姉
適
水
谷
氏
者
客
居
。
失
長
子
。
無
所
寄
身
。
蘭
洲
乃
退
帰
。
僑
居
数
年
。

亦
疾
風
痺
終
。
事
見
于
遺
稿
﹇ 

補□ 

１１
﹈。
蘭
洲
病
中
祭
亡
兄
文
﹇ 

補□ 

１２
﹈。
惻
〻
動
人
。
蓋
有
至
性
。

孝
友
篤
至
。
碑
文
云
﹇ 

補□ 

１３
﹈。
既
長
孝
悌
修
於
家
。
信
義
施
於
人
。
／

【
書
き
下
し
文
】

　
　
　
父
母
の
喪

蘭
洲
至
孝
な
り
。『
遺
稿
』
に
云
ふ
、「
傭
書
し
て
以
て
父
母
を
養
ふ
。
父
酒
を
嗜
む
に
、
未
だ
嘗
て

一
日
も
杯
を
空
し
く
せ
ず
」
と
。
其
の
貧
苦
の
中
に
奉
歓
す
る
こ
と
、
豈
に
孝
に
非
ざ
ら
ん
や
。
父

歿
し
、
三
年
の
喪
を
行
ふ
。
享
保
九
年
大
阪
に
大
火
あ
り
。「
口
沢
　
手
沢
を
兼あ
は

せ
て
、
焚
蕩
し
て
一

も
遺
る
無
し
」
と
は
、
正
に
此
の
時
な
り
。
時
に
母
氏
六
十
餘
。
況ま

又し

て
「
床
に
臥
し
て
疾
尤
も
急

な
り
」
と
。
蓋
し
亦
た
中
風
な
り
。『
遺
稿
』
に
云
ふ
、「
母
風
痺
を
病
む
に
、
日
〻
湯
薬
を
侍
し
て
、

扶
持
す
る
こ
と
未
だ
嘗
て
廃
離
せ
ず
。
郷
閭
に
火
を
失
し
、
烈
風
焚
き
て
蕩
尽
す
。
母
を
負
ひ
て
逃

る
。
火
尾
し
て
至
り
、
遂
に
郊
外
の
村
に
至
り
て
、
母
子
難
よ
り
全
き
を
得
」
と
。
所
謂
「
轎か
ご

の
乗

載
す
べ
き
無
く
、
負
ひ
て
以
て
東
逵
に
逃
る
」
と
は
、
此
れ
を
謂
ふ
な
り
。「
崎
嶇
た
り
千
万
の
状
。

惨
に
し
て
追
思
す
べ
か
ら
ず
」。
真
に
悲
し
み
て
傷
む
べ
き
所
な
り
。
所
謂
「
東
逵
」
と
は
、平
野
な

り
。『
遺
稿
』
に
云
ふ
、「
禎
の
母
火
を
平
野
に
避
け
て
、
疾
も
て
終
り
を
為
す
」
と
。
遂
に
井
筒
屋

佐
平
方
の
客
舎
に
歿
す
（『
家
譜
』）。「
今
に
于お

い
て
餘
悲
有
り
」
の
句
、
人
を
し
て
再
読
に
忍
び
ざ

ら
し
む
。
碑
文
に
云
ふ
、「
一
介
も
苟
取
せ
ず
。
初
め
て
憂
に
丁あ
た
る
に
、
悉
く
書
剣
を
粥ひさ
ぎ
て
以
て
葬
す
。
乃
ち
傭
書
し
て

自
給
す
。
屋
風
日
を
蔽
は
ざ
る
も
、
恬
如
た
る
な
り
」
と
。

後
に
蘭
洲
津
軽
よ
り
帰
阪
す
る
に
、
其
の
老
姉
水
谷
氏
に
適とつ
ぎ
た
る
者
な
り
客
居
す
。
長
子
を
失
ひ
、
身
を

寄
す
る
所
無
け
れ
ば
な
り
。
蘭
洲
乃
ち
退
帰
し
て
、
僑
居
す
る
こ
と
数
年
に
し
て
、
亦
た
風
痺
を
疾

み
て
終
る
。
事
『
遺
稿
』
に
見
る
。
蘭
洲
病
中
に
「
亡
兄
を
祭
る
の
文
」
あ
り
。
惻
〻
と
し
て
人
を

動
か
す
。
蓋
し
至
性
有
り
。
孝
友
に
篤
き
こ
と
至
る
。
碑
文
に
云
ふ
、「
既
に
長
ず
る
に
、
孝
悌
に
し

て
家
を
修
め
、
信
義
に
し
て
人
に
施
す
」
と
。
／

　
　
　
補
注

１ 

…
「
傭
書
以
養
父
母
〜
」
は
、『
蘭
洲
遺
稿
』
坤
巻
所
収
の
「
有
一
故
人
不
相
見
数
年
一
日
来
訪

〜
」（
一
故
人
有
り
。
相
ひ
見
え
ざ
る
こ
と
数
年
に
し
て
、
一
日
来
訪
す
。
〜
）
中
の
一
節
（
第
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六
十
六
葉
裏
）。

２ 
…
「
口
沢
兼
手
沢
。
焚
蕩
一
無
遺
」
は
、『
蘭
洲
遺
稿
』
乾
巻
所
収
の
「
詠
懐
詩
」（
第
四
十
一
葉

裏
）
中
の
句
。

３
…
「
臥
床
疾
尤
急
」（
床
に
臥
し
て
疾
尤
も
急
な
り
。）
は
、
前
出
「
詠
懐
詩
」
中
の
句
。

４ 

…
補
注
１
と
同
じ
文
の
一
節
。『
蘭
洲
遺
稿
』
に
は
「
負
」
を
「
貧
」
に
作
る
が
、引
用
に
あ
た
り

天
囚
が
「
負
」
に
修
正
し
て
い
る
。

５
…
「
所
謂
無
轎
可
乗
載
。
負
以
逃
東
逵
。」
は
、
前
出
「
詠
懐
詩
」
中
の
句
。

６
…
「
崎
嶇
千
万
状
。
惨
不
可
追
思
。」
は
、
前
出
「
詠
懐
詩
」
中
の
句
。

７ 

…
『
蘭
洲
遺
稿
』
坤
巻
所
収
の
「
維
昔
大
阪
災
禎
母
避
火
平
野
而
疾
為
終
〜
」（
維
れ
昔
、大
阪
災

あ
り
、
禎
の
母
　
火
を
平
野
に
避
く
る
も
疾
み
て
終
は
り
を
為
す
。
〜
）
中
の
一
節
（
第
五
十
八

葉
表
）。

８
…
「
家
譜
」
は
、『
懐
徳
堂
記
録
拾
遺
』
所
収
の
「
蘭
洲
五
井
先
生
家
譜
」
を
指
す
。

９
…
「
于
今
有
餘
悲
之
句
」
は
、
前
出
「
詠
懐
詩
」
中
の
句
。

１０ 

…
「
碑
文
」
は
、前
出
の
竹
山
「
蘭
洲
五
井
先
生
之
墓
」（『
浪
華
名
家
碑
文
集
』
所
収
）
を
指
す
。

１１ 

…
補
注
１
と
同
じ
文
の
一
節
に
「
老
姉
寡
居
失
長
子
無
所
寄
身
余
乃
迎
帰
僑
居
数
年
亦
疾
風
痺

終
。」（
老
姉
あ
り
、
寡
居
す
。
長
子
を
失
ひ
て
身
を
寄
す
る
所
無
し
。
余
乃
ち
迎
え
て
帰
る
。
僑

居
す
る
こ
と
数
年
に
し
て
、
亦
た
風
痺
を
疾
み
て
終
る
。）
と
あ
る
。

１２
…
「
祭
亡
兄
文
」
は
、『
蘭
洲
遺
稿
』
坤
巻
所
収
の
「
祭
文
」（
第
六
葉
裏
）
を
指
す
。

１３
…
「
碑
文
」
は
、前
出
の
竹
山
「
蘭
洲
五
井
先
生
之
墓
」（『
浪
華
名
家
碑
文
集
』
所
収
）
を
指
す
。

《
一
六
》

　
　
　
釈
褐
津
軽
﹇ 

補□ 

１
﹈
／

蘭
洲
服
闋
。
会
懐
徳
書
院
成
于
官
許
。
実
享
保
十
一
年
也
。
甃
菴
請
蘭
洲
講
経
﹇ 

補□ 
２
﹈。
／

其
翌
十
二
年
﹇
注
一
﹈。
則
蘭
洲
与
其
兄
桐
陰
同
游
江
戸
﹇
注
二
﹈﹇ 

補□ 

３
﹈。
遺
稿
又
云
﹇ 
補□ 
４
﹈
服

闋
求
仕
東
関
母
兄
亦
継
至
同
居
数
年
。
／

時
徂
徠
以
其
翌
十
三
年
歿
。
朱
学
則
室
鳩
巣
。
物
門
則
服
部
南
郭
。
巋
然
猶
存
。
蘭
洲
与
何
人
往
来
。

従
何
人
周
旋
。
其
事
蹟
不
詳
。
鶏
肋
篇
有
与
服
子
遷
書
﹇ 

補□ 

５
﹈。
称
南
郭
曰
足
【
１８
裏
】
下
。
勧

以
選
詩
。
其
文
意
殆
似
与
同
輩
書
。
南
郭
実
蘐
園
遺
老
。
而
蘭
洲
少
於
南
郭
十
四
歳
。
南
郭
集
有
報

五
井
生
一
書
﹇ 

補□ 

６
﹈。
曰
。
数
年
前
見
臨
旧
居
。
可
知
蘭
洲
嘗
訪
此
老
。
又
云
。
尋
聞
応
大
藩
之

旌
招
。
可
知
此
事
在
於
応
聘
前
。
復
書
在
蘭
洲
応
聘
後
。
曰
。
儼
然
名
家
。
曰
。
有
徳
之
言
。
矢
口

為
章
。
可
謂
推
奨
之
至
矣
。
又
曰
。
来
示
所
謂
道
徳
文
章
。
彬
〻
乎
備
矣
。
云
〻
。
想
蘭
洲
与
服
子

遷
書
中
有
此
語
﹇ 

補□ 

７
﹈。
又
知
現
存
書
牘
外
。
別
有
与
南
郭
書
。
集
中
不
存
也
。
／

其
著
文
章
回
（
マ
マ
）﹇
廻
﹈
瀾
﹇ 

補□ 

８
﹈。
在
東
游
之
日
。
非
物
起
稿
亦
然
。
蓋
在
江
戸
目
撃
物
学
之
盛
。
発

憤
可
知
。
与
井
狩
雪
渓
書
﹇ 

補□ 

９
﹈。
略
見
其
来
由
。
／

蘭
洲
遺
稿
云﹇ 

補□ 

１０
﹈。
余
嘗
在
江
都
箕
輪
。
弾
正
池
田
子
。
世
守
寄
合
。
食
三
千
石
。
有
二
子
。
延

予
以
為
﹇
之
﹈
師
。
蓋
未
応
津
聘
【
１９
表
】
之
前
。
寓
居
箕
輪
﹇
注
三
﹈。
以
教
授
子
弟
歟
。
／

碑
文
云
﹇ 

補□ 

１１
﹈。
十
六
年
応
津
軽
侯
﹇
之
﹈
辟
﹇ 

補□ 

１２
﹈。
元
文
四
年
謝
病
帰
。（
九
年
間
也
）
／

鶏
肋
篇
寿
田
子
半
序
中
云
﹇ 

補□ 

１３
﹈。
余
之
入
関
也
。
首
被
弘
藩
是
（
マ
マ
）（
之
）
辟
。
嗣
被
洲
藩
是
辟
。
乃

謀
諸
故
老
。
復
及
﹇
之
﹈
蓍
筮
。
弘
藩
是
従
。
於
是
乎
洲
藩
（
マ
マ
）徴
田
君
。
川
田
半
太
夫
為
三
輪
執
斎
門

人
。
大
洲
藩
曩
有
中
江
藤
樹
。
而
執
斎
私
淑
藤
樹
。
崇
奉
王
学
。
在
江
戸
建
明
倫
堂
於
下
谷
。
藩
聘

川
田
子
半
時
。
献
学
堂
於
藩
。
係
享
保
十
七
年
之
事
。
後
移
之
大
洲
。
○
初
大
洲
藩
之
□
（
欲
）
聘

蘭
洲
。
蓋
執
斎
之
所
薦
﹇
注
四
﹈。
未
知
何
人
薦
蘭
洲
於
津
軽
。
亦
或
執
斎
之
薦
歟
。
／

碑
文
云
﹇ 

補□ 

１４
﹈。
嘗
聞
其
在
藩
也
。
毎
進
講
﹇
注
五
﹈。
献
替
無
所
隠
。
執
政
或
諷
止
。
而
言
益
剴

切
。
上
下
敬
憚
焉
。
津
軽
本
蝦
夷
之
壌
。
俗
甚
陋
。
及
先
生
扈
就
国
也
。
人
始
知
文
献
之
懿
。
教
化

有
兆
【
１９
裏
】
矣
。
既
而
不
果
所
言
。
乃
称
病
致
事
。
有
司
識
先
生
大
器
。
意
﹇
其
﹈
不
楽
在
藩
国

﹇ 

補□ 

１５
﹈。
輒
沮
抑
不
為
通
。
先
生
懇
以
帰
老
之
心
実
無
他
。
久
而
得
遂
。
後
雖
再
聘
敦
勧
。
不
復
起

也
﹇
注
六
﹈。
人
始
知
文
献
之
懿
。
教
化
有
兆
二
句
。
未
必
然
。
山
田
三
川
上
□
（
野
）
安
中
藩
儒
者
随
筆

云
﹇ 

補□ 

１６
﹈。
五
井
藤
九
郎
。
在
津
軽
講
経
。
士
人
少
来
聴
者
。
其
文
化
未
開
可
知
云
〻
﹇ 

補□ 

１７
﹈。

津
軽
藩
学
稽
古
館
。
創
設
於
寛
政
八
年
。
実
距
蘭
洲
退
去
。
為
五
十
八
年
後
之
事
。
稽
古
館
最
初
督

学
。
曰
山
崎
蘭
州
。
称
図
書
。
壮
時
游
歴
関
西
。
其
伝
載
所
歴
訪
諸
名
流
之
名
。
有
井
子
祥﹇ 

補□ 

１８
﹈。

蘭
洲
遺
稿
有
送
山
生
帰
弘
前
序
﹇
注
七
﹈﹇ 

補□ 

１９
﹈。
即
是
山
崎
生
也
。
／

田
子
半
寿
序
中
云
﹇ 

補□ 

２０
﹈﹇
注
八
﹈。
従
弘
侯
再
入
朔
土
。
祁
寒
堅
冰
。
被
苫
蓋
。
冒
雨
露
。
動
輒

命
﹇
以
﹈
吏
務
。
非
性
所
宜
。
乃
遂
罹
疾
。【
２０
表
】
累
乞
不
肖
之
身
。
而
今
而
後
。
吾
得
杖
藜
往
来

閭
里
之
間
﹇ 

補□ 

２１
﹈。
○
遺
稿
亦
云
﹇ 

補□ 

２２
﹈。
乃
得
徴
俸
。
藩
君
不
好
文
。
諸
士
亦
侮
儒
術
。
乃
損

俸
帰
○
咏
懐
詩
云
﹇ 

補□ 

２３
﹈。
十
歳
意
不
愜
。
委
俸
不
少
尼
。
亦
可
以
知
蘭
洲
之
失
意
而
帰
也
。
／

曰
﹇ 

補□ 

２４
﹈。
再
入
朔
土
。
可
知
蘭
洲
常
住
江
戸
邸
。
其
入
津
二
回
。
嚢
槖
無
餘
金
。
単
身
千
里
帰
。

生
産
復
何
事
。
句
読
授
小
児
。
僑
居
郷
校
畔
。
執
経
不
覚
疲
﹇ 

補□ 

２５
﹈。

　
　
　
注

一
…
拠
碑
文
﹇ 

補□ 

２６
﹈

二
…
懐
徳
堂
内
事
記
云
。
十
四
年
己
酉
五
月
。
五
井
先
生
東
行
。
十
四
年
恐
十
二
年
誤
写
。﹇ 

補□ 

２７
﹈

三
…
遺
稿
云
毋
兄
亦
継
至
同
居
数
年
﹇ 

補□ 

２８
﹈

四 
…
執
斎
与
持
軒
友
。
故
受
父
執
之
薦
。
亦
似
不
可
容
疑
。
故
後
年
蘭
洲
罵
執
斎
。
比
之
仁
斎
石
菴
。

未
矢
甚
耳
﹇ 

補□ 

２９
﹈。

五 

…
鶏
肋
篇
有
兵
論
三
篇
﹇ 

補□ 

３０
﹈
享
保
十
七
年
所
作
又
有
改
過
従
諫
論
﹇ 

補□ 

３１
﹈
二
篇
並
為
津
軽

侯
作
者
歟

六 

…
山
田
三
川
随
筆
云
﹇ 

補□ 

３２
﹈。
五
井
藤
九
郎
初
め
津
軽
へ
二
百
石
に
て
抱
ら
る
講
釈
き
く
者
一

人
も
な
し
道
行
は
る
べ
か
ら
す
と
て
暇
を
取
れ
り
其
比
四
角
の
文
字
よ
む
も
の
ハ
幻
術
つ
か
ひ
と

云
へ
り
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七 

…
山
生
有
治
三
礼
之
心
。
蘭
洲
謂
。
礼
有
古
今
之
□
（
宜
？
）。
乃
勧
以
天
叙
天
秩
﹇ 

補□ 

３３
﹈。

八
…
文
中
云
。
弘
前
山
生
学
上
国
。
遂
寓
大
阪
。
嘗
訪
予
草
廬
。

【
書
き
下
し
文
】

　
　
　
褐
を
津
軽
に
釈と

く

蘭
洲
　
服
闋
す
る
に
、
会
た
ま
た
ま懐
徳
書
院
官
許
に
成
る
。
実
に
享
保
十
一
年
な
り
。
甃
菴
蘭
洲
に
経
を
講

ず
る
こ
と
を
請
ふ
。

其
の
翌
十
二
年
、
則
ち
蘭
洲
と
其
の
兄
桐
陰
と
同
に
江
戸
に
游
ぶ
。『
遺
稿
』
又
た
云
ふ
、「
服
闋
し
て
仕
を
東

関
に
求
む
。
母
兄
も
亦
た
継
ぎ
て
至
り
、
同
居
す
る
こ
と
数
年
な
り
」
と
。

時
に
徂
徠
其
の
翌
十
三
年
を
以
て
歿
す
。
朱
学
は
則
ち
室
鳩
巣
、
物
門
は
則
ち
服
部
南
郭
、
巋
然
と

し
て
猶
ほ
存
す
。
蘭
洲
何
人
と
往
来
し
、
何
人
よ
り
周
旋
す
る
か
、
其
の
事
蹟
詳
ら
か
な
ら
ず
。『
鶏

肋
篇
』
に
「
服
子
遷
に
与
ふ
」
の
書
有
り
。
南
郭
を
称
し
て
足
下
と
曰
ひ
て
、
勧
む
る
に
詩
を
選
す

る
を
以
て
す
。
其
の
文
意
殆
ど
同
輩
に
与
ふ
る
書
に
似
る
。
南
郭
実
に
蘐
園
の
遺
老
に
し
て
、
蘭
洲

南
郭
よ
り
少
き
こ
と
十
四
歳
な
り
。
南
郭
集
に
「
五
井
生
に
報
ず
」
の
一
書
有
り
。
曰
は
く
、「
数
年

前
、
旧
居
に
臨
ま
る
」
と
。
蘭
洲
嘗
て
此
の
老
を
訪
ふ
を
知
る
べ
し
。
又
た
云
ふ
、「
尋
い
で
大
藩

の
旌
招
す
る
に
応
ず
る
を
聞
く
」
と
。
此
の
事
応
聘
の
前
に
在
り
て
、
復
書
は
蘭
洲
応
聘
の
後
に
在

る
を
知
る
べ
し
。
曰
は
く
、「
儼
然
た
る
名
家
」
と
。
曰
は
く
、「
有
徳
の
言
、
口
に
矢
し
て
章
を
為

す
」
と
。
推
奨
の
至
り
と
謂
ふ
べ
し
。
又
た
曰
は
く
、「
来
示
の
所
謂
道
徳
文
章
、
彬
〻
乎
と
し
て
備

は
る
」
云
々
と
。
想
ふ
に
蘭
洲
の
「
服
子
遷
に
与
ふ
」
の
書
中
に
此
の
語
有
ら
ん
。
又
た
現
存
の
書

牘
の
外
に
、
別
に
南
郭
に
与
ふ
る
書
有
る
も
、
集
中
に
は
存
せ
ざ
る
を
知
る
な
り
。

其
の
『
文
章
廻
瀾
』
を
著
す
は
、東
游
の
日
に
在
り
。『
非
物
』
の
起
稿
も
亦
た
然
り
。
蓋
し
江
戸
に

在
り
て
物
学
の
盛
ん
な
る
を
目
撃
し
て
、
発
憤
す
る
こ
と
知
る
べ
し
。「
井
狩
雪
渓
に
与
ふ
」
の
書

に
、
略ほ
ぼ

其
の
来
由
を
見
す
。

『
蘭
洲
遺
稿
』
に
云
ふ
、「
余
嘗
て
江
都
箕
輪
に
在
り
。
弾
正
池
田
子
、
世よ
よ

寄
合
を
守
り
、
三
千
石
を

食
む
。
二
子
有
り
。
予
を
延ひ

き
て
以
て
之
が
師
と
為
す
」
と
。
蓋
し
未
だ
津
の
聘
に
応
ぜ
ざ
る
の
前

に
、
箕
輪
に
寓
居
し
て
、
以
て
子
弟
に
教
授
す
る
か
。

碑
文
に
云
ふ
、「
十
六
年
、
津
軽
侯
の
辟
に
応
ず
。
元
文
四
年
、
病
を
謝
し
て
帰
す
」
と
。（
九
年
間

な
り
。）

『
鶏
肋
篇
』「
寿
田
子
半
序
」
中
に
云
ふ
、「
余
の
関
に
入
る
や
、
首
め
弘
藩
に
辟
を
被
り
、
嗣
ぎ
て
洲

藩
に
是
の
辟
を
被
る
」、「
乃
ち
諸
を
故
老
に
謀
り
、
復
た
之
を
蓍
筮
に
及
び
、
弘
藩
に
是
れ
従
ふ
」、

「
是
に
於
て
か
洲
　
田
君
を
徴
す
」
と
。
川
田
半
太
夫
は
三
輪
執
斎
の
門
人
為
り
。
大
洲
藩
に
曩
に

中
江
藤
樹
有
り
て
、
執
斎
藤
樹
に
私
淑
し
、
王
学
を
崇
奉
す
。
江
戸
に
在
り
て
明
倫
堂
を
下
谷
に
建

つ
。
藩
の
川
田
子
半
を
聘
す
る
の
時
、
学
堂
を
を
藩
に
献
ず
る
は
、
享
保
十
七
年
の
事
に
係
る
。
後

に
之
を
大
洲
に
移
す
。
○
初
め
大
洲
藩
の
蘭
洲
を
聘
せ
ん
と
欲
す
る
は
、
蓋
し
執
斎
の
薦
む
る
所
な

ら
ん
。
未
だ
何
人
の
蘭
洲
を
津
軽
に
薦
む
る
か
を
知
ら
ず
。
亦
た
或
い
は
執
斎
の
薦
か
。

碑
文
に
云
ふ
、「
嘗
て
聞
く
、
其
の
藩
に
在
る
や
、
進
講
す
る
每
に
献
替
　
隠
す
所
な
く
、
政
を
執
る

に
或
い
は
諷
止
し
て
、
言
　
益
ま
す
剴
切
に
し
て
、
上
下
敬
憚
す
。
津
軽
は
本
と
蝦
夷
の
壌
に
し
て
、

俗
甚
だ
陋
な
る
も
、
先
生
扈
し
て
国
に
就
く
に
及
ぶ
や
、
人
始
め
て
文
献
の
懿
を
知
り
て
、
教
化
兆

有
り
。
既
に
し
て
言
ふ
所
を
果
た
さ
ず
、
乃
ち
病
と
称
し
て
事
を
致
さ
ん
と
す
。
有
司
　
先
生
の
大

器
な
る
を
知
り
、
其
の
藩
国
に
在
る
を
楽
し
ま
ず
と
意お
も

ひ
て
、
輙
ち
沮
抑
し
て
為
に
通
ぜ
ず
。
先
生

懇
す
る
に
帰
老
の
心
　
実
に
他
な
き
を
以
て
し
、
久
し
く
し
て
遂
ぐ
る
を
得
。
後
に
再
び
聘
し
て
敦

く
勧
む
と
雖
も
、
復
た
起
た
ざ
る
な
り
」
と
。「
人
始
め
て
文
献
の
懿
を
知
り
て
、
教
化
兆
有
り
」
の

二
句
、
未
だ
必
ず
し
も
然
ら
ず
。
山
田
三
川
上
野
安
中
藩
の
儒
者
な
り
。
の
随
筆
に
云
ふ
、「
五
井
藤
九
郎
、

津
軽
に
在
り
て
経
を
講
ず
。
士
人
の
来
聴
す
る
者
少
な
し
。
其
の
文
化
未
だ
開
か
れ
ざ
る
こ
と
知
る

べ
し
」
云
々
と
。
津
軽
の
藩
学
稽
古
館
、
寛
政
八
年
に
創
設
す
。
実
に
蘭
洲
の
退
去
よ
り
距
た
る
こ

と
、
五
十
八
年
の
後
の
事
為
り
。
稽
古
館
の
最
初
の
督
学
、
山
崎
蘭
州
と
曰
ふ
。
図
書
と
称
す
。
壮

時
関
西
に
游
歴
す
。
其
の
伝
に
、
歴
訪
す
る
所
の
諸
名
流
の
名
を
載
す
に
、「
井
子
祥
」
有
り
。
蘭
洲

遺
稿
に
「
山
生
の
弘
前
に
帰
る
を
送
る
の
序
」
有
り
。
即
ち
是
れ
山
崎
生
な
り
。

「
田
子
半
寿
序
」
中
に
云
ふ
、「
弘
侯
に
従
ひ
て
再
び
朔
土
に
入
る
。
祁
寒
堅
冰
あ
り
。
苫
蓋
を
被か
う
むり
、

雨
露
を
冒
す
に
、
動や
や

も
す
れ
ば
輒
ち
命
ず
る
に
吏
務
を
以
て
す
。
性
の
宜
し
く
す
る
所
に
非
ず
。
乃

ち
遂
に
疾
に
罹
る
。
累し
き

り
に
不
肖
の
身
を
乞
ふ
。
而
今
而
後
、吾
杖
藜
を
得
て
閭
里
の
間
を
往
来
す
」

と
。
○
遺
稿
亦
た
云
ふ
、「
乃
ち
徴
俸
を
得
る
も
、
藩
君
文
を
好
ま
ず
、
諸
士
も
亦
た
儒
術
を
侮
る
。

乃
ち
俸
を
捐す

て
て
帰
る
」
と
。
○
咏
懐
詩
に
云
ふ
、「
十
歳
意
に
愜か
な

は
ず
。
俸
を
委す

て
少
し
も
尼や
す
んぜ

ず
」
と
。
亦
た
以
て
蘭
洲
の
失
意
に
し
て
帰
る
を
知
る
べ
き
な
り
。

曰
は
く
、「
再
び
朔
土
に
入
る
」
と
。
蘭
洲
常
に
江
戸
邸
に
住
み
、
其
の
津
に
入
る
こ
と
二
回
な
る
を

知
る
べ
し
。「
嚢
槖
に
餘
金
無
く
、単
身
千
里
帰
る
。
生
産
復
た
何
事
あ
ら
ん
。
句
読
も
て
小
児
に
授

く
。
僑
居
郷
校
の
畔
、
経
を
執
り
て
疲
る
る
を
覚
へ
ず
」
と
。

　
　
　
注

一
…
碑
文
に
拠
る
。

二 

…
『
懐
徳
堂
内
事
記
』
に
云
ふ
、「
十
四
年
己
酉
五
月
、
五
井
先
生
東
行
す
」
と
。「
十
四
年
」、
恐

ら
く
は
「
十
二
年
」
の
誤
写
な
ら
ん
。

三
…
遺
稿
云
ふ
、「
毋
兄
も
亦
た
継
ぎ
て
至
り
、
同
居
す
る
こ
と
数
年
な
り
。」
と
。

四 
…
執
斎
　
持
軒
と
友
た
り
。
故
に
父
執
の
薦
を
受
く
る
も
、亦
た
疑
を
容
る
べ
か
ら
ざ
る
に
似
る
。

故
に
後
年
蘭
洲
の
執
斎
を
罵
り
、
之
を
仁
斎
石
菴
に
比
す
る
も
、
未
だ
矢そ
む

か
ざ
る
こ
と
甚
だ
し
き

の
み
。

五 

…
『
鶏
肋
篇
』
に
兵
論
三
篇
有
り
。
享
保
十
七
年
作
る
所
な
り
。
又
た
「
改
過
従
諫
論
」（
過
ち
を

改
め
諫
め
に
従
ふ
の
論
）
の
有
り
。
二
篇
は
並
び
に
津
軽
侯
の
為
に
作
る
者
な
ら
ん
か
。
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六 
…
山
田
三
川
の
随
筆
に
云
ふ
、「
五
井
藤
九
郎
、
初
め
津
軽
へ
二
百
石
に
て
抱
ら
る
講
釈
き
く
者
一

人
も
な
し
道
行
は
る
べ
か
ら
す
と
て
暇
を
取
れ
り
其
（
そ
の
こ
ろ
）
比
四
角
の
文
字
よ
む
も
の
ハ
幻
術
つ
か
ひ
と

云
へ
り
」
と
。

七 

…
山
生
に
三
礼
を
治
め
ん
と
す
る
の
心
有
り
。
蘭
洲
謂
は
く
、「
礼
に
古
今
の
宜
有
り
。
乃
ち
勧
む

る
に
天
叙
天
秩
を
以
す
」
と
。

八 

…
文
中
に
云
ふ
、「
弘
前
の
山
生
、
上
国
に
学
ぶ
。
遂
に
大
阪
に
寓
し
、
嘗
て
予
の
草
廬
を
訪
ふ
」

と
。

　
　
　
補
注

１ 

…
こ
の
節
の
見
出
し
「
釈
褐
津
軽
」
の
上
に
は
、
一
旦
朱
筆
で
「（
後
）」
と
書
き
込
ま
れ
、
ま
た

見
出
し
の
下
に
は
「
入
□
（
于
）
懐
徳
堂
壁
書
□
（
之
）
次
」（「
懐
徳
堂
壁
書
」
の
次
に
入
る
）

と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、
後
に
両
者
と
も
墨
線
で
見
せ
消
ち
に
さ
れ
て
い
る
。
天
囚
は
、
一
旦

こ
の
節
の
位
置
を
移
動
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
後
に
そ
の
移
動
を
取
り
止
め
た
こ
と
が
窺
え
る
。

な
お
、『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
に
は
「
釈
褐
津
軽
」
と
の
節
は
な
い
。
但
し
、「
釈
褐
津
軽
」
の
内
容

は
、
概
ね
「
蘭
洲
の
西
歸
」
に
含
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
「
蘭
洲
の
西
歸
」
は
、「
懐
徳
堂
壁
書
」
の

節
に
続
く
形
で
は
な
い
。

２ 

…
こ
の
箇
所
に
、
天
囚
は
朱
筆
で
太
く
「
」」
を
書
き
入
れ
て
い
る
。
留
白
は
無
い
が
、
こ
こ
で
改

行
す
べ
き
と
の
指
示
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
釈
文
に
お
い
て
は
改
行
し
た
。

３ 

…
墨
筆
の
本
文
は
、
も
と
も
と
「
其
翌
十
二
年
。
則
蘭
洲
与
其
兄
桐
陰
同
游
江
戸
」
の
後
で
改
行

さ
れ
、
次
の
行
の
冒
頭
か
ら
「
時
徂
徠
以
其
翌
十
三
年
歿
。」
以
下
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
後
に

朱
筆
の
割
り
注
（「
遺
稿
又
云
服
闋
求
仕
東
関
母
兄
亦
継
至
同
居
数
年
」）
が
附
さ
れ
、
ま
た
そ
の

割
り
注
の
直
前
の
「
〜
同
游
江
戸
」
と
、
割
り
注
の
後
の
本
文
「
時
徂
徠
〜
」
と
を
結
ぶ
朱
線
が

記
さ
れ
て
、
改
行
を
取
り
消
す
指
示
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
や
は
り
朱
筆
に

て
、
朱
筆
の
線
を
取
り
消
す
指
示
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
割
り
注
の
直
前
の
本
文
「
其

翌
十
二
年
〜
同
游
江
戸
。」
の
部
分
に
朱
筆
の
線
が
上
書
き
さ
れ
て
見
せ
消
ち
と
し
、削
除
す
る
指

示
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
後
に
見
せ
消
ち
に
さ
れ
て
い
る
部
分
の
右
横
に
「
イ
キ
ル
」
と
朱
筆

で
記
さ
れ
て
お
り
、
削
除
が
取
り
消
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
天
囚
が
本
文
に
対
し
て
何
度
も

修
正
を
重
ね
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

４ 

…
『
遺
稿
』
は
、『
蘭
洲
遺
稿
』
坤
巻
所
収
の
文
「
有
一
故
人
不
相
見
数
年
一
日
来
訪
〜
」（
一
故

人
有
り
。
相
ひ
見
え
ざ
る
こ
と
数
年
、
一
日
来
訪
す
。
〜
）
の
一
節
（
第
六
十
六
葉
裏
）。

５ 

…
「
与
服
子
遷
書
」
は
、『
鶏
肋
篇
』
巻
二
所
収
の
「
与
服
子
遷
」（
服
子
遷
に
与
ふ
。
第
六
十
一

葉
裏
）
を
指
す
。

６
…
「
報
五
井
生
」
の
書
は
、『
南
郭
集
』
第
二
篇
所
収
。

７ 

…
「
此
語
」
と
は
、服
部
南
郭
が
「
来
示
所
謂
道
徳
文
章
。
彬
〻
乎
備
矣
」（
来
示
の
所
謂
道
徳
文

章
、
彬
〻
乎
と
し
て
備
は
る
）
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
蘭
洲
か
ら
の
手
紙
の
「
道
徳
文
章
。

彬
〻
乎
備
」
と
の
表
現
を
指
す
。

８
…
『
文
章
回
瀾
』
と
あ
る
が
、
正
し
く
は
『
文
章
廻
瀾
』（
一
巻
）。

９
…
「
与
井
狩
雪
渓
」
の
書
は
、『
鶏
肋
篇
』
巻
三
収
録
（
第
二
十
八
葉
表
）。

１０ 

…
『
蘭
洲
遺
稿
』
は
、
巻
乾
所
収
の
「
義
子
論
」
の
一
節
（
第
二
十
四
葉
表
）。
な
お
、『
蘭
洲
遺

稿
』
は
「
延
予
以
為
之
師
」（
予
を
延
き
て
以
て
之
が
師
と
為
す
）
に
作
る
。

１１
…
「
碑
文
」
は
、
前
出
「
蘭
洲
五
井
先
生
之
墓
」
を
指
す
。

１２
…
「
蘭
洲
五
井
先
生
之
墓
」
は
「
応
津
軽
侯
辟
」
に
作
る
。

１３ 

…
「
寿
田
子
半
序
」
は
、『
鶏
肋
篇
』
巻
三
所
収
「
寿
田
子
半
六
十
序
」
の
一
節
を
指
す
（
第
十
八

葉
表
）。『
鶏
肋
篇
』
は
「
維
余
之
入
関
也
、
首
被
弘
藩
之
辟
、
嗣
被
洲
藩
是
辟
、
一
身
二
辟
、
余

也
惑
、
乃
謀
諸
故
老
、
復
及
之
蓍
筮
、
弘
藩
維
従
、
便
委
質
焉
、
於
是
乎
洲
辟
田
君
」（
維
れ
余
の

関
に
入
る
や
、
首
め
弘
藩
の
辟
を
被
り
、
嗣
ぎ
て
洲
藩
の
是
の
辟
を
被
る
。
一
身
二
辟
、
余
や
惑

ふ
。
乃
ち
諸
を
故
老
に
謀
り
、
復
た
之
を
蓍
筮
に
及
ぶ
。
弘
藩
維
れ
従
ふ
、
便
ち
委
質
す
。
是
に

於
て
か
洲
　
田
君
を
辟
す
。）
に
作
る
。

１４
…
「
碑
文
」
は
、
前
出
「
蘭
洲
五
井
先
生
之
墓
」
を
指
す
。

１５ 

…
「
蘭
洲
五
井
先
生
之
墓
」
に
は
、「
意
其
不
楽
於
藩
国
」
と
あ
る
。
天
囚
は
『
懐
徳
堂
考
之
一
』

の
本
文
と
し
て
、「
意
不
楽
於
藩
国
」
と
記
し
た
後
に
、「
其
」
字
の
上
に
墨
筆
に
て
圏
点
を
記
し
、

ま
た
そ
の
右
に
墨
筆
に
て
「
於
」
字
を
書
き
添
え
、「
其
」
字
を
「
於
」
字
に
修
正
し
て
い
る
。
そ

の
後
、
書
き
添
え
ら
れ
た
「
於
」
字
の
上
に
朱
筆
に
て
圏
点
を
記
し
、
ま
た
そ
の
下
に
朱
筆
に
て

「
在
」
字
を
書
き
添
え
、「
藩
国
」
の
前
に
挿
入
す
る
朱
筆
の
線
を
書
き
加
え
て
い
る
。

１６ 

…
大
阪
朝
日
新
聞
の
連
載
「
懐
徳
堂
研
究
其
一
」・『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
の
「
蘭
洲
の
西
歸
」
の
節

に
は
、「
安
中
の
山
田
三
川
隨
筆
に
、『
五
井
藤
九
郞
初
め
津
輕
へ
二
百
石
に
て
抱
へ
ら
る
、
講
釋

聞
く
者
一
人
も
な
し
、
道
行
は
る
べ
か
ら
ず
と
て
暇
を
取
れ
り
、
其
の
比
四
角
の
文
字
よ
む
も
の

は
、
幻
術
つ
か
ひ
と
云
へ
り
』
と
見
ゆ
」
と
あ
り
、
天
囚
は
山
田
三
川
の
随
筆
を
引
用
し
て
い
る
。

注
六
参
照
。
懐
徳
堂
文
庫
・
碩
園
記
念
文
庫
・
小
天
地
閣
叢
書
の
資
料
の
一
つ
で
あ
る
『
小
天
地

閣
雑
抄
』（
資
料
名
は
題
簽
に
記
さ
れ
た
外
題
に
よ
る
。
本
資
料
の
本
文
第
一
葉
表
に
は
内
題
に
あ

た
る
語
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
小
口
に
「
天
囚
雑
抄
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
表
紙
右
上

に
「
天
囚
雑
抄
一
」
と
記
さ
れ
た
小
紙
片
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
）
の
中
に
は
、「
五
井
藤
九
郎
初
め

津
軽
へ
二
百
石
に
て
抱
ら
る
講
釈
き
く
も
の
一
人
も
な
し
道
行
は
る
可
ら
す
と
て
暇
を
取
れ
り
其

比
四
角
の
文
字
よ
む
も
の
は
幻
術
つ
か
ひ
と
云
へ
り
」
と
の
記
述
が
認
め
ら
れ
る
。
同
資
料
の
題

簽
の
外
題
「
小
天
地
閣
雑
抄
」
の
下
に
は
、「
山
田
三
川
随
筆
（
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
の
Ｏ
Ｐ
Ａ

Ｃ
の
注
記
に
「
山
田
齋
随
筆
」
と
あ
る
が
、「
山
田
三
川
随
筆
」
の
誤
り
）
／
淇
園
詩
文
稿
／
孔
雀

楼
筆
記
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
妖
術
つ
か
ひ
」
云
々
の
記
述
は
、
三
者
の
内
の
「
山
田
三
川
随

筆
」
に
該
当
す
る
部
分
に
含
ま
れ
て
お
り
、
天
囚
が
三
川
の
「
随
筆
」
か
ら
抄
出
し
た
も
の
と
推
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測
さ
れ
る
。『
懐
徳
堂
考
之
一
』
と
『
小
天
地
閣
雑
抄
』
と
の
先
後
関
係
は
不
明
。
な
お
、山
田
三

川
の
遺
著
を
翻
刻
し
た
『
三
川
雑
記
』（
山
田
三
川
著
・
富
村
登
校
訂
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
二

年
）
の
後
記
（
富
村
太
郎
）
に
よ
れ
ば
、
三
川
の
遺
著
を
保
管
し
て
い
た
の
は
、
三
川
の
外
孫
に

あ
た
る
弓
削
田
精
一
（
号
は
秋
江
）
で
あ
る
。
東
京
朝
日
新
聞
社
に
勤
め
た
弓
削
田
の
妻
は
、
天

囚
の
養
女
・
あ
つ
子
（
平
山
家
か
ら
西
村
家
に
入
籍
。
富
村
登
『
常
総
の
名
人
奇
人
』〔
常
総
文

化
史
研
究
会
、
一
九
六
〇
年
〕
所
収
「
山
田
三
川
伝
」
の
系
図
で
は
、
弓
削
田
の
妻
の
名
は
「
あ

い
」
と
さ
れ
、『
三
川
雑
記
』
の
後
記
で
も
「
西
村
家
の
養
女
と
な
っ
た
天
囚
の
妹
あ
い
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
が
、「
あ
つ
子
」
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
）
で
あ
り
、
弓
削
田
は
天
囚
の
娘
婿
に
あ

た
る
。
湯
浅
邦
弘
『
世
界
は
縮
ま
れ
り
　
西
村
天
囚
『
欧
米
遊
覧
記
』
を
読
む
』（
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ

Ａ
Ｗ
Ａ
、
二
〇
二
二
年
）
に
よ
れ
ば
、
弓
削
田
は
天
囚
の
五
歳
年
下
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
朝
日

新
聞
社
内
で
弓
削
田
は
「
天
囚
の
義
弟
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
二
人
の
親
密
な
関
係
を

踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
弓
削
田
が
そ
の
所
蔵
す
る
と
こ
ろ
の
三
川
の
遺
著
類
を
天
囚
に
提
供
し
、
天

囚
は
そ
の
中
か
ら
興
味
を
持
っ
た
記
述
を
『
小
天
地
閣
雑
抄
』
や
『
懐
徳
堂
考
之
一
』
に
抄
出
し

た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、『
三
川
雑
記
』
に
は
、
五
井
蘭
洲
が
津

軽
藩
に
仕
え
た
頃
に
津
軽
で
「
四
角
の
文
字
よ
む
も
の
は
、
幻
術
つ
か
ひ
と
云
」
わ
れ
て
い
た
と

い
っ
た
記
述
が
認
め
ら
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
三
川
の
著
述
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
明

治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
年
）
十
一
月
一
日
か
ら
同
三
十
一
年
（
一
八
九
八
年
）
五
月
二
十
九
日

ま
で
「
東
京
日
日
新
聞
」
に
断
続
的
に
掲
載
さ
れ
た
「
想
古
録
」
の
中
に
は
、
概
ね
同
じ
内
容
の

記
述
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
想
古
録
」
を
復
刻
し
た
『
想
古
録
１
　
近
世
人
物
逸
話
集
』（
平
凡

社
、
一
九
九
八
年
）
に
は
、「
四
七
九
　
経
典
の
講
義
は
犬
の
耳
に
風
な
り
」
と
し
て
、「
五
井
藤

九
郎
、
初
め
津
軽
へ
二
百
石
に
て
抱
へ
ら
れ
し
に
、
講
義
を
聞
き
に
出
る
も
の
一
人
も
無
か
り
し

か
ば
、
迚
も
道
の
行
は
る
る
見
留
め
な
し
と
て
暇
を
取
り
た
り
、
其
頃
は
風
俗
固
陋
に
し
て
文
物

開
け
ず
、
四
角
の
文
字
を
読
む
も
の
は
魔
法
使
ひ
の
如
く
思
ひ
け
れ
ば
、
聖
経
賢
伝
な
ど
を
講
ず

る
も
犬
の
耳
に
風
な
り
し
な
り
（
松
井
文
三
郎
）」
と
の
記
述
が
あ
る
。
こ
の
「
想
古
録
」
の
記

述
は
、
天
囚
の
引
用
と
一
部
表
現
が
異
な
る
も
の
の
、
内
容
は
概
ね
重
複
し
て
お
り
、
こ
う
し
た

記
述
が
三
川
の
著
述
の
中
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
記
述
が
『
三

川
雑
記
』
に
認
め
ら
れ
な
い
理
由
は
、
お
そ
ら
く
三
川
の
遺
著
類
が
散
逸
し
た
こ
と
に
よ
る
。
す

な
わ
ち
、『
三
川
雑
記
』
の
後
記
に
よ
れ
ば
、
三
川
の
遺
著
類
の
表
紙
に
は
、
弓
削
田
に
よ
っ
て

記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
通
し
番
号
が
三
十
二
ま
で
附
さ
れ
て
い
る
が
、『
三
川
雑
記
』
へ
の
翻

刻
が
行
わ
れ
た
時
点
で
、
三
川
の
遺
著
類
は
十
五
冊
し
か
現
存
し
て
い
な
か
っ
た
。
弓
削
田
が
所

蔵
し
、
天
囚
に
提
供
さ
れ
た
時
に
は
存
在
し
て
い
た
、「
幻
術
つ
か
ひ
」
或
い
は
「
妖
術
つ
か
ひ
」

と
い
っ
た
記
述
を
含
む
部
分
が
そ
の
後
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、『
三
川
雑
記
』
に
は
翻
刻
さ

れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
三
川
の
遺
著
類
の
所
在
等
に
つ
い
て
は
不
明
。

１７ 

…
こ
の
部
分
は
、
天
囚
が
三
川
の
文
章
（
和
文
）
を
漢
訳
し
て
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
補
注
１６

参
照
。

１ ８ 

…
「
伝
」
は
、
山
崎
蘭
洲
の
遺
文
集
で
あ
る
『
蘭
洲
先
生
遺
稿
』
巻
五
下
の
後
に
収
め
ら
れ
て
い

る
「
蘭
洲
先
生
行
状
」（
著
者
は
葛
西
清
俊
）
を
指
す
。「
子
祥
」
は
五
井
蘭
洲
の
字
。

１９
…
「
送
山
生
帰
弘
前
序
」
は
、『
蘭
洲
遺
稿
』
巻
坤
所
収
（
第
四
十
一
葉
表
）。

２ ０ 

…
「
田
子
半
寿
序
」
は
、『
鶏
肋
篇
』
巻
三
所
収
の
「
寿
田
子
半
六
十
序
」
を
指
す
（
第
十
八
葉

表
）。
補
注
１３
参
照
。

２ １ 

…
『
鶏
肋
篇
』
所
収
の
「
田
子
半
寿
序
」
は
、「
吾
得
杖
屨
往
来
閭
里
之
間
」
に
作
る
が
、
天
囚
は

「
杖
屨
」（
老
人
の
持
つ
杖
と
く
つ
。
目
上
の
人
の
持
ち
物
）
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
と
見
な
し
て
、

「
杖
藜
」（
藜
を
杖
つ
く
）
と
修
正
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
で
は
、「
閭
里
の
間

に
杖
藜
往
來
す
る
を
得
た
り
と
云
へ
り
」
と
あ
る
。

２２ 

…
『
遺
稿
』
は
、『
蘭
洲
遺
稿
』
巻
坤
所
収
の
「
有
一
故
人
〜
」
の
文
の
一
節
を
指
す
（
第
六
十
六

葉
裏
）。
な
お
、『
蘭
洲
遺
稿
』
は
「
諸
子
」
を
「
諸
臣
」
に
作
る
。
ま
た
、『
蘭
洲
遺
稿
』
は
「
乃

損
俸
」
に
作
る
が
、
天
囚
は
「
損
」
字
は
「
捐
」
字
の
誤
字
と
見
な
し
て
修
正
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。

２３
…
「
咏
懐
詩
」
は
、前
出
の
『
蘭
洲
遺
稿
』
乾
巻
所
収
の
「
詠
懐
詩
」
を
指
す
（
第
四
十
一
葉
裏
）。

２４ 

…
「
再
入
朔
土
」（
再
び
朔
土
に
入
る
）
は
、
前
出
『
鶏
肋
篇
』
巻
三
「
寿
田
子
半
六
十
序
」
の

語
。「
朔
土
」
は
、
北
方
の
地
の
意
。

 

２５ 

…「
嚢
槖
無
餘
金
。
単
身
千
里
帰
。
生
産
復
何
事
。
句
読
授
小
児
。
僑
居
郷
校
畔
。
執
経
不
覚
疲
。」

は
、
前
出
「
詠
懐
詩
」
の
語
。

２ ６
…
「
碑
文
」
は
、前
出
「
蘭
洲
五
井
先
生
之
墓
」
の
中
に
「
十
二
年
游
江
都
」
と
あ
る
の
を
指
す
。

２ ７ 

…
「
懐
徳
堂
内
事
記
」
か
ら
の
引
用
が
頭
注
と
し
て
朱
書
さ
れ
、し
か
も
そ
の
記
述
に
は
「
誤
写
」

が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
天
囚
は
『
懐
徳
堂
考
之
一
』
を
執
筆
す

る
に
あ
た
り
、大
田
源
之
助
（
号
は
蘆
隱
）
の
提
供
し
た
『
懐
徳
堂
記
録
』（
四
冊
）
所
収
の
「
懐

徳
堂
内
事
記
」（
現
在
は
懐
徳
堂
文
庫
碩
園
記
念
文
庫
小
天
地
閣
叢
書
所
収
）
を
活
用
し
て
い
る
。

拙
稿
「
西
村
天
囚
の
五
井
蘭
洲
研
究
と
『
懐
徳
堂
記
録
』」（『
懐
徳
堂
研
究
』
第
七
号
、二
〇
一
六

年
）
参
照
。
大
阪
人
文
会
第
二
次
例
会
に
お
け
る
天
囚
の
講
演
の
速
記
録
に
よ
れ
ば
、
講
演
で
天

囚
は
『
懐
徳
堂
内
事
記
』
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
、『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
で
は
、「
懐
徳
堂
の
学
風
」

節
で
「
日
講
之
書
」
等
に
つ
い
て
、
ま
た
「
蘭
洲
の
西
歸
」
節
で
蘭
州
が
懐
徳
堂
内
の
右
塾
に
転

居
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
『
懐
徳
堂
内
事
記
』
に
言
及
し
て
い
る
。

２ ８ 
…
補
注
４
参
照
。
前
葉
九
行
目
に
割
り
注
と
し
て
記
し
た
『
蘭
洲
遺
稿
』
中
の
文
を
、
天
囚
は
こ

こ
に
重
ね
て
記
し
て
い
る
。
天
囚
は
、
重
ね
て
推
敲
を
加
え
る
中
で
、
誤
っ
て
重
複
し
て
記
し
た

の
で
あ
ろ
う
。

２ ９ 

…
「
後
年
蘭
洲
罵
執
斎
」（
後
年
蘭
洲
　
執
斎
を
罵
る
）
に
つ
い
て
は
、天
囚
が
何
に
基
づ
く
か
は

未
詳
。『
蘭
洲
遺
稿
』
巻
乾
所
収
の
「
為
陸
王
学
者
廃
問
学
棄
事
物
。
其
弊
也
禅
荘
。
為
仁
斎
学
者

〜
」（
陸
王
学
を
為
す
者
は
、問
学
を
廃
し
て
事
物
を
棄
つ
。
其
の
弊
や
禅
荘
。
仁
斎
学
を
為
す
者

は
〜
）
の
箇
所
（
第
三
〇
葉
表
）
に
よ
る
と
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
っ
た
な
ら
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ば
、「
比
之
仁
斎
石
菴
」（
之
を
仁
斎
・
石
菴
に
比
す
）
の
「
仁
斎
石
菴
」
は
、「
仁
斎
徂
徠
」
の
誤

り
か
。

３０ 
…
『
鶏
肋
篇
』
巻
一
の
「
兵
論
上
享
保
壬
子
」（
第
二
十
一
葉
表
）・「
兵
論
中
」（
第
二
十
三
葉
表
）・

「
兵
論
下
」（
第
二
十
五
葉
表
）
を
指
す
。「
享
保
壬
子
」
は
、
享
保
十
七
年
。

３１
…
『
鶏
肋
篇
』
巻
一
の
「
改
過
従
諫
論
」（
第
二
十
七
葉
表
）
を
指
す
。

３２
…
補
注
１６
参
照
。

３3 
…
「
礼
有
古
今
〜
」
は
、「
送
山
生
帰
弘
前
序
」
の
末
尾
の
部
分
を
天
囚
が
要
約
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

《
一
七
》

 

（
前
）
三
宅
石
庵
入
于
持
軒
伝
之
後
蘭
洲
伝
之
前
﹇ 

補□ 

１
﹈
／

与
持
軒
同
時
下
帷
授
徒
者
。
三
宅
石
庵
也
。
／

三
宅
石
庵
﹇ 

補□ 

２
﹈。
名
正
名
。
字
実
甫
父
﹇ 
補□ 
３
﹈。
号
石
菴
。
又
万
年
。
祖
道
安
﹇ 

補□ 

４
﹈。
称

甚
左
衛
門
。
父
道
悦
。
称
六
兵
衛
。
母
田
中
氏
。
寛
文
五
年
正
月
十
九
日
。
生
于
平
安
三
条
坊
﹇
注

一
﹈。
兄
弟
六
人﹇
注
二
﹈。
而
其
最
聞
者
。
曰
緝
明
。
称
九
十
郎
。
号
観
瀾
。
乃
石
菴
弟
也﹇ 

補□ 

５
﹈。

石
菴
為
人
。
沈
静
倹
簡
。【
２０
裏
】
謙
和
容
人
。
甫
幼
。
英
敏
勇
決
。
大
異
群
童
。
稍
長
。
家
産
敗

亡
。
償
宿
債
外
。
餘
金
十
両
。
石
菴
指
示
観
瀾
曰
。
此
足
以
成
学
。
乃
僦
小
店
。
並
案
読
書
。
堅
苦

刻
厲
。
学
成
焉
。
金
尽
（
マ
マ
）（
竭
）
焉
。
遂
東
入
﹇
関
﹈
求
仕
。
一
旦
有
不
屑
就
志
。
振
袖
帰
京
。
石
菴

時
年
三
十
三
歳
﹇ 

補□ 

６
﹈。
元
禄
十
年
／

会
讃
岐
金
比
羅
木
村
某
。
太
（
マ
マ
）（
大
）
田
□
（
蘆
？
）
隠
注
云
﹇ 

補□ 

７
﹈。
木
村
半
十
郎
号
寸
木
。
万
年

門
人
。
礼
迎
。
往
居
四
年
。
邑
中
承
化
。
略
成
淳
風
。
後
還
住
浪
華
。
三
十
餘
年
。
弟
子
大
進
。
万

年
三
十
三
帰
京
。
在
元
禄
十
年
。
在
讃
四
年
。
則
年
三
十
六
七
也
。
自
讃
直
来
。
則
石
菴
之【
２１
表
】

始
住
浪
華
。
在
元
禄
十
三
四
年
之
交
。
而
持
軒
六
十
。
或
六
十
一
甃
菴
九
歳
。
又
十
歳
。
蘭
洲
僅
四
五

年
之
時
也
。
蘭
洲
則
云
。
石
菴
以
正
徳
末
来
浪
華
﹇ 

補□ 

８
﹈。
是
似
未
得
実
。
碑
文
云
﹇ 

補□ 
９
﹈。
住

浪
華
三
十
餘
年
。
自
石
菴
歿
年
享
保
十
七
年
逆
算
。
則
三
十
餘
年
之
前
。
在
元
禄
十
三
四
年
。
故
予

従
碑
文
﹇ 

補□ 

１０
﹈。
／

　
　
　
注

一
…
石
菴
少
於
持
軒
二
十
五

二
…
石
菴
有
兄
。
曰
伊
。
能
師
也
。

三 

…
学
問
所
所
（
マ
マ
）（
建
）
立
記
録
云
三
宅
石
庵
老
先
生
尼
崎
町
二
丁
目
御
霊
筋
御
住
居
之
時
亡
父
忠
蔵

始
致
入
門
候
由
﹇ 

補□ 

１１
﹈

【
書
き
下
し
文
】

 

（
前
）
三
宅
石
庵
持
軒
伝
の
後
、
蘭
洲
伝
の
前
に
入
れ
ん

持
軒
と
時
を
同
じ
く
し
て
帷
を
下
し
て
徒
に
授
く
る
者
は
、
三
宅
石
庵
な
り
。

三
宅
石
庵
、
名
は
正
名
、
字
は
実
甫
父
、
号
は
石
菴
、
又
た
万
年
な
り
。
祖
は
道
安
、
甚
左
衛
門
と

称
す
。
父
は
道
悦
、
六
兵
衛
と
称
す
。
母
は
田
中
氏
。
寛
文
五
年
正
月
十
九
日
、
平
安
三
条
坊
に
生

ま
る
。
兄
弟
六
人
あ
り
て
、
其
の
最
も
聞
ゆ
る
者
は
、
緝
明
と
曰
ひ
、
九
十
郎
と
称
す
。
号
は
観
瀾
、

乃
ち
石
菴
の
弟
な
り
。
石
菴
の
「
人
と
為
り
、
沈
静
倹
簡
に
し
て
、
謙
和
に
し
て
人
を
容
る
。
甫
幼

よ
り
英
敏
に
し
て
勇
決
、
大
い
に
群
童
に
異
な
る
。
稍
長
じ
て
、
家
産
敗
亡
し
、
宿
債
を
償
ふ
の
外

に
、
餘
金
十
両
あ
り
。
石
菴
　
観
瀾
に
指
示
し
て
曰
は
く
、『
此
れ
以
て
学
を
成
す
に
足
ら
ん
』
と
。

乃
ち
小
店
を
僦か

り
て
、
案
を
並
べ
て
書
を
読
み
、
堅
苦
刻
厲
す
。
学
成
り
て
、
金
竭
く
。
遂
に
東
し

て
関
に
入
り
て
仕
を
求
む
。
一
旦
志
に
就
く
に
屑
い
さ
ぎ
よし
と
せ
ざ
る
有
り
て
、
袖
を
振
り
て
京
に
帰
る
。

石
菴
時
に
年
三
十
三
歳
」。
元
禄
十
年
な
り
。

讃
岐
金
比
羅
木
村
某
に
会
す
。
太
田
蘆
隠
注
し
て
云
ふ
、「
木
村
半
十
郎
、
号
は
寸
木
、
万
年
の
門
人

な
り
。」
と
。「
礼
も
て
迎
へ
、
往
き
て
居
す
る
こ
と
四
年
な
り
。
邑
中
　
化
を
承
け
て
略
ぼ
淳
風
を

成
す
。
後
に
還
り
て
浪
華
に
住
む
こ
と
三
十
餘
年
な
り
。
弟
子
大
い
に
進
む
」
と
。
万
年
三
十
三
に

し
て
京
に
帰
る
こ
と
、
元
禄
十
年
に
在
り
。
讃
に
在
る
こ
と
四
年
な
れ
ば
、
則
ち
年
三
十
六
・
七
な

り
。
讃
よ
り
直
来
す
れ
ば
、
則
ち
石
菴
の
始
め
て
浪
華
に
住
む
は
、
元
禄
十
三
・
四
年
の
交
に
在
り

て
、
持
軒
六
十
、
或
い
は
六
十
一
、
甃
菴
九
歳
、
又
た
十
歳
、
蘭
洲
僅
に
四
・
五
年
の
時
な
り
。
蘭
洲

則
ち
云
ふ
、「
石
菴
　
正
徳
の
末
を
以
て
浪
華
に
来
る
」
と
。
是
れ
未
だ
実
を
得
ざ
る
に
似
る
。
碑
文

に
云
ふ
、「
浪
華
に
住
む
こ
と
三
十
餘
年
」
と
。
石
菴
の
歿
年
享
保
十
七
年
な
る
よ
り
逆
算
す
れ
ば
、

則
ち
三
十
餘
年
の
前
は
、
元
禄
十
三
・
四
年
に
在
り
。
故
に
予
　
碑
文
に
従
ふ
。

　
　
　
注

一
…
石
菴
　
持
軒
よ
り
少わ
か

き
こ
と
二
十
五
な
り
。

二
…
石
菴
に
兄
有
り
。
伊
と
曰
ふ
。
能
師
な
り
。

三 

…
学
問
所
建
立
記
録
に
云
ふ
、「
三
宅
石
庵
老
先
生
、
尼
崎
町
二
丁
目
御
霊
筋
に
御
住
居
の
時
、
亡

父
忠
蔵
始
め
て
入
門
致
し
候
ふ
由
」
と
。

　
　
　
補
注

１ 
…
「
入
于
持
軒
伝
之
後
蘭
洲
伝
之
前
」（
持
軒
伝
の
後
、
蘭
洲
伝
の
前
に
入
れ
ん
）
は
、
節
の
排

列
を
変
更
し
、
持
軒
に
関
す
る
節
の
後
に
石
菴
に
関
す
る
節
が
位
置
す
る
よ
う
に
と
の
指
示
で
、

朱
筆
に
て
加
筆
さ
れ
て
い
る
。
大
阪
朝
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
「
懐
徳
堂
研
究
其
一
」
に
お
い
て

は
、
明
治
四
十
三
年
二
月
九
日
の
第
三
回
が
「
持
軒
の
学
」「
持
軒
の
風
貌
性
行
」・「
持
軒
臨
終
と

妻
子
」
の
節
、
十
日
の
第
四
回
が
「
三
宅
石
菴
の
来
歴
」・「
石
菴
と
持
軒
」
の
節
、
十
二
日
の
第

五
回
（
十
一
日
は
紀
元
節
で
休
載
）
が
「
五
井
蘭
洲
の
生
立
」・「
中
井
甃
菴
の
来
阪
」
の
節
で
あ

る
。
持
軒
に
つ
い
て
の
記
述
と
蘭
洲
に
つ
い
て
の
記
述
と
の
間
に
、
石
菴
に
関
す
る
記
述
が
位
置
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し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
指
示
に
従
う
形
で
節
が
排
列
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
と
考
え
ら

れ
る
。

２ 
…
以
下
の
石
庵
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
、
天
囚
は
出
典
を
示
し
て
い
な
い
が
、
概
ね
「
万
年
三

宅
先
生
墓
誌
」（『
浪
華
名
家
碑
銘
集
』
所
収
）
に
基
づ
き
、
他
の
資
料
も
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
補
注
５
・
６
参
照
。

３ 

…
石
庵
の
字
は
「
実
甫
」、
或
い
は
「
実
父
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。「
万
年
三
宅
先
生
墓
誌
」
及

び
『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
で
は
「
実
父
」
と
さ
れ
て
い
る
。

４ 

…
石
庵
の
祖
の
名
は
、「
万
年
三
宅
先
生
墓
誌
」
で
は
「
道
雲
」、『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
で
は
「
道

安
」
と
さ
れ
て
い
る
。

５ 

…
『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
に
お
い
て
天
囚
は
、『
耆
旧
得
聞
』
に
基
づ
い
て
石
庵
の
弟
で
あ
る
観
瀾

（
名
は
緝
明
、
通
称
は
九
十
郎
）・
佩
韋
（
名
は
維
祺
、
通
称
は
総
十
郎
）
に
つ
い
て
、
特
に
絅
斎

と
石
庵
・
観
瀾
と
の
関
係
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
て
い
る
が
、『
懐
徳
堂
考
之
一
』
に
お
い
て
は
、

観
瀾
に
つ
い
て
は
「
万
年
三
宅
先
生
墓
誌
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
以
外
に
は
情
報
が
な
く
、

佩
韋
の
名
も
出
て
こ
な
い
。
ま
た
、
石
庵
の
名
に
つ
い
て
、
天
囚
は
『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
で
「
初

め
新
次
郎
と
云
へ
り
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
も
『
耆
旧
得
聞
』
に
「
初
名
新
次
郎
」
と
あ
る
の

に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
懐
徳
堂
考
之
一
』
に
お
い
て
は
「
新
次
郎
」
に
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、『
懐
徳
堂
考
之
一
』
執
筆
の
時
点
で
天
囚
は
、『
耆
旧
得
聞
』
に
記
さ

れ
て
い
る
観
瀾
ら
に
関
す
る
情
報
を
知
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
天
囚
は
、『
耆

旧
得
聞
』
の
記
述
を
す
べ
て
信
用
し
た
訳
で
は
な
く
、『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
に
お
い
て
は
「
耆
旧

得
聞
の
著
者
は
、
石
菴
の
事
を
聞
違
へ
て
観
瀾
の
事
と
為
し
ヽ
な
ら
ん
、
観
瀾
水
戸
を
去
て
幕
府

に
仕
へ
し
よ
り
、
水
戸
人
は
悪
ざ
ま
に
言
ふ
か
と
も
思
は
る
ヽ
に
よ
り
、
此
に
記
し
て
後
考
を
待

つ
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

６ 

…
「
為
人
沈
静
険
簡
〜
時
三
十
三
歳
」
は
、
基
本
的
に
「
万
年
三
宅
先
生
墓
誌
」
か
ら
の
引
用
で

あ
り
、
天
囚
自
身
、『
懐
徳
堂
考
之
一
』
に
一
旦
は
「
以
上
拠
碑
文
」
と
墨
筆
で
注
記
し
て
い
る

（
後
に
天
囚
は
こ
の
注
記
を
削
除
し
て
い
る
）。
も
っ
と
も
、
天
囚
は
「
墓
誌
」
に
お
い
て
「
先

生
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
「
石
菴
」
に
改
め
て
い
る
。
ま
た
「
金
竭
焉
」・「
東
入
関
」
と
あ
る
と
こ

ろ
を
「
金
尽
焉
」・「
東
関
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
天
囚
の
誤
字
・
脱
字
と
考
え
ら
れ
る
。
な

お
、『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
に
お
い
て
天
囚
は
、「
或
は
云
く
、
石
庵
幼
よ
り
学
を
好
み
て
群
童
に
異

り
、
〜
乃
ち
觀
瀾
と
相
携
へ
て
江
戸
に
來
れ
り
と
（
先
哲
叢
語
）」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分

の
天
囚
の
叙
述
は
も
と
よ
り
「
万
年
三
宅
先
生
墓
誌
」
と
重
複
す
る
が
、『
先
哲
叢
談
』（
著
者
は

原
念
斎
、
文
化
十
三
年
〔
一
八
一
六
年
〕
刊
）
の
「
三
宅
石
庵
」
の
記
述
か
、
或
い
は
『
近
世
叢

語
』（
著
者
は
角
田
簡
、文
化
十
三
年
刊
）
巻
三
第
六
葉
裏
の
「
三
宅
石
菴
少
年
有
大
志
〜
」
の
本

文
と
割
り
注
の
記
述
、
も
し
く
は
両
者
に
基
づ
い
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
「
先
哲
叢

語
」
は
誤
り
で
あ
る
。『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
に
「
觀
瀾
と
相
携
へ
て
江
戸
に
來
れ
り
と
」
と
あ
る
点

に
つ
い
て
、『
近
世
叢
語
』
に
は
「
於
是
兄
弟
相
携
遊
江
都
」
と
あ
り
、『
先
哲
叢
談
』
に
は
「
兄

弟
相
携
へ
て
江
戸
に
来
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、『
先
哲
叢
談
』
に
基
づ
く
と
理
解
す
る
の

が
妥
当
か
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
年
）
に
財
団
法
人
懐
徳
堂
記
念

会
が
再
刊
し
た
『
懐
徳
堂
考
』
に
お
い
て
も
、「
先
哲
叢
語
」
の
ま
ま
で
あ
る
。

７ 

…
天
囚
が
『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
を
執
筆
す
る
際
、『
蘭
洲
遺
稿
』
を
提
供
し
た
人
物
の
名
は
、『
懐

徳
堂
考
』
上
巻
の
序
説
に
太
田
源
之
助
（
号
は
蘆
隱
）
と
あ
り
、
こ
こ
に
も
「
太
田
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
大
阪
人
文
会
の
会
員
名
簿
に
も
太
田
源
之
助
と
あ
る
が
、
財
団
法
人
懐
徳
堂
記
念
会
の

刊
行
し
た
『
碩
園
先
生
文
集
』（
一
九
三
六
年
）
巻
二
所
収
の
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
年
）
四

月
五
日
に
亡
く
な
っ
た
大
田
源
之
助
の
墓
碣
は
「
大
田
蘆
隱
墓
碣
」
で
あ
り
、
ま
た
大
正
二
年

（
一
九
一
三
年
）
四
月
七
日
付
の
大
阪
朝
日
新
聞
第
十
面
に
掲
載
さ
れ
た
訃
報
広
告
に
は
、大
田
源

之
助
と
あ
る
。
こ
の
た
め
、
正
し
い
姓
は
「
大
田
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、「
木
村
半

十
郎
号
寸
木
。
万
年
門
人
。」（
木
村
半
十
郎
、
号
は
寸
木
、
万
年
の
門
人
な
り
）
の
部
分
が
大
田

の
注
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
大
田
が
天
囚
に
提
供
し
、
天
囚
が
懐
徳
堂
研
究
に
用
い
た

『
浪
華
名
家
碑
文
集
』（
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
の
朝
日
新
聞
文
庫
所
蔵
）
所
収
の
「
万
年
三
宅

先
生
墓
誌
」
に
お
い
て
は
、
大
田
の
注
記
は
認
め
ら
れ
ず
、
不
明
。
続
く
「
礼
迎
。
往
居
四
年
。

邑
中
承
化
。
略
成
淳
風
。
後
還
住
浪
華
。
三
十
餘
年
。
弟
子
大
進
。」（
礼
も
て
迎
へ
、
往
き
て
居

す
る
こ
と
四
年
な
り
。
邑
中
　
化
を
承
け
て
略
ぼ
淳
風
を
成
す
。
後
に
還
り
て
浪
華
に
住
む
こ
と

三
十
餘
年
な
り
。
弟
子
大
い
に
進
む
）
の
部
分
は
、「
万
年
三
宅
先
生
墓
誌
」
の
本
文
か
ら
の
引

用
。

８ 

…
『
蘭
洲
遺
稿
』
巻
乾
の
第
七
十
八
葉
表
に
、「
享
保
巷
談
宅
万
年
京
師
人
正
徳
末
移
居
大
阪
唱
陸

王
学
」（
享
保
の
巷
談
に
、
宅
万
年
、
京
師
の
人
な
り
。
正
徳
の
末
に
居
を
大
阪
に
移
し
て
陸
王
学

を
唱
ふ
。
〜
）
と
あ
る
こ
と
を
指
す
。

９
…
「
碑
文
」
は
、
前
出
「
万
年
三
宅
先
生
墓
誌
」
を
指
す
。

１０
…
以
下
六
行
の
文
字
列
（
途
中
改
行
あ
り
）
は
、
紙
片
を
貼
付
し
て
抹
消
さ
れ
て
い
る
。

１１ 

…
天
囚
が
こ
こ
に
引
用
し
て
い
る
「
学
問
所
建
立
記
録
」
は
、
現
在
懐
徳
堂
文
庫
碩
園
記
念
文
庫

小
天
地
閣
叢
書
の
『
懐
徳
堂
記
録
』
四
冊
中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
拙
稿
「
西
村
天
囚
の
五
井
蘭

洲
研
究
と
『
懐
徳
堂
記
録
』」（『
懐
徳
堂
研
究
』
第
７
号
、
二
〇
一
六
年
）
参
照
。
な
お
、
こ
の
頭

注
は
、
補
注
９
に
述
べ
た
抹
消
箇
所
の
六
行
の
上
部
に
あ
る
。
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